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戦

国

時

代

の

緊

落

越

智

重

明

は

し

が

き

か
つ
て
別
稿
で
漢
時
代
域
内
の
み
な
ら
ず
域
外
に
も
多
数
の
衆
落
（
里
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
農
民
が
住
ん
で
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
本
稿
は

そ
の
ま
え
、
戦
国
時
代
に
あ
っ
て
も
同
様
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
を
論
ず
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
追
求
す
る
際
、
さ
ら
に
遡
っ
て
春
秋
時

代
か
ら
説
き
起
す
こ
と
と
、
直
接
的
に
戦
国
時
代
の
実
態
を
追
求
す
る
こ
と
と
の
二
つ
が
要
求
さ
れ
る
。
紙
数
の
都
合
で
両
者
を
と
り
あ
げ
る

成 こ
と
が
無
理
な
の
で
、
本
稿
は
主
と
し
て
前
者
を
と
り
あ
げ
、
若
干
後
者
に
及
ぶ
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
戦
国
時
代
の
家
の
人
的
構

「
開
肝
陪
」
に
関
す
る
別
の
拙
稿
と
相
応
じ
、
筆
者
の
戦
国
秦
漢
時
代
の
政
治
、
社
会
体
制
解
明
へ
の
一
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

一
、
春
秋
時
代
初
期
、
農
民
が
す
べ
て
回
野
に
居
住
し
て
い
た
こ
と

春
秋
時
代
、
周
の
王
の
居
所
や
諸
侯
の
い
る
国
（
以
下
、
「
国
」
と
い
う
）
の
四
周
に
は
城
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
衆
落
（
邑
）
が
あ
っ
た
。

（
「
国
」
と
い
う
際
、
広
狭
の
二
義
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
ふ
れ
る
。
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
広
義
の
も
の
で
、
外
城
U
郭

を
含
む
も
の
で
あ
る
。
）
し
か
し
、
春
秋
時
代
初
期
諸
侯
に
服
属
す
る
・
「
国
」
の
周
辺
（
い
わ
ゆ
る
野
）

に
あ
る
小
衆
落
（
小
邑
。
は
じ
め
都

と
よ
ば
れ
た
も
の
）
は
、
も
と
も
と
、
そ
の
四
周
に
土
塁
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
後
世
の
城
と
い
う
ほ
ど
堅
固
な
も
の
を

備
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
の
ち
に
ふ
れ
る
衆
落
1
邑
の
規
模
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
春
秋
時
代
初
期
、
農
民

は
「
国
」
の
周
辺
の
小
緊
落
に
い
た
。
こ
れ
は
当
時
農
民
が
城
内
に
住
む
こ
と
な
く
、
田
野
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
本
節
は
そ
う
し

戦
国
時
代
の
衆
落

（越智）
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戦
国
時
代
の
東
落

（
趨
智
）

一六

た
点
を
と
り
あ
げ
る
。

国
語
斉
語
に
は
斉
の
管
伸
が
行
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
参
国
伍
都
に
つ
い
て
、

凶
桓
公
目
、
為
之
若
何
。
管
子
対
日
、
著
者
聖
王
之
治
天
下
也
、
参
其
園
、
而
伍
其
部
。
貯
喝
自
伝
時
時
為
唯
一
転
式
九
県
知

融
制
議
制
聖
王
、
定
民
之
居
、
成
民
之
事
。
関
陣
錯
鮮
品
朋
帥
Y
器
官
陵
為
之
終
。
明
葬
而
慎
用
其
六
柄
鷲
。
師
事
制
忘
酬
い

桓
公
目
、
成
民
之
事
、
若
何
。
管
子
対
日
、
四
民
者
、
勿
使
雑
処
。
問
団
一
町
一
山
吐
雑
処
、
則
其
言
唱
、
其
事
易
。
殺
到
制
官
。
易
、
公
目
、
処

士
農
工
商
、
若
何
。
管
子
対
日
、
昔
聖
王
之
処
士
也
、
使
就
市
井
、
処
農
就
田
野
。
令
夫
士
室
率
、
而
州
処
、
峡
耕
一
聞
い
間
燕
、
則
父

与
父
言
義
、
子
与
子
言
孝
。
其
事
君
者
、
言
敬
、
其
幼
者
、
言
悌
。
少
而
習
意
、
其
心
安
鷲
、
不
見
異
物
而
遷
君
。
鞠
一
綿
一
州
一
一
是
故
、

其
父
兄
之
教
、
不
粛
而
成
、
倒
い
疾
其
子
弟
之
学
、
不
労
而
能
。
夫
是
故
、
士
之
子
、
恒
為
士
。
－
夫
是
故
、
工
之
子
、
恒
為
工
0

・：夫

是
故
、
商
之
子
、
恒
為
商
。
令
夫
農
君
主
午
、
而
州
処
。
・
：
夫
是
故
、
農
之
子
、
恒
為
農
。
野
処
而
不
眠
。
駅
近

岡
桓
公
日
、
定
民
之
居
、
若
何
。
管
子
対
日
、
制
、
国
以
為
二
十
一
郷
。
鰭
護
%
竪
語
酢
晶
福
古
都
桓
公
円
善
。

管
子
於
是
、
制
、
国
以
為
二
十
一
郷
。
二
議
♂
斡
軒
、
一
湖
周
凱
噂
工
商
之
郷
六
。
紅
禍
齢
福

r↑
一
士
郷
十
五
。
朗
建
日
早
士
鵬

謂
、
此
士
、
箪
士
也
。
十
五
郷
合
三
万
人
。
是
為
三
軍
。
良

野
処
而
不
順
。
不
在
都
邑
之
数
。
則
下
所
云
伍
都
是
也
。

附
管
子
於
是
、
制
、
国
五
家
為
軌
。
軌
為
之
長
。
繍
一
四
国
志
ぃ
十
軌
為
星
。
里
有
司
。
鵡
官
有
四
皇
為
連
。
連
為
之
長
。
十
連
為
郷
。

郷
有
良
人
君
。
噸
一
噌
．
一
何
人
由
民
似
い
八
一
均
一
世
唱
。
以
為
軍
令
。
濯
・
掌
五
家
為
軌
。
故
五
人
為
伍
、
軌
耐
震
帥
之
。
閉
山
則
一
附
…
繭
子
一
綿
一
時
崎
十
軌
為
塁
。

故
五
十
人
為
小
戎
。
皇
有
苛
帥
之
。
伽
一
仰
い
誠
一
環

r4鮪
可
批
判
一
許
認

M
A
u
h一
均
一
人
叩
戎
四
国
高
連
。
故
ニ
百
人
為
卒
。
連
長
帥
之
。

主
義
。
故
二
千
人
集
。
郷
良
人
帥
之
。
五
郷
一
帥
。
故
万
人
為
一
軍
。
五
郷
之
帥
帥
之
。
店
建
議
包
嫡
諸
説

μ紡

岬
明
長
三
軍
此
有
中
軍
之
鼓
、
有
国
子
之
鼓
、
有
高
子
之
鼓
。
春
以
蒐
振
旅
。
箱
崎
転
転
計
一
説
明
秋
以
瀦
治
兵
。
鰍
咽
閥

幹
護
主
義
、
卒
伍
整
於
皇
、
軍
旅
整
於
郊
。
内
教
既
成
、
令
勿
使
者
。
欝
噛
伍
之
人
、
祭
担
同
福
、
死
喪
同
組
、
酔



禍
災
共
之
o

人
与
人
相
曙
、
家
与
家
相
曙
。
崎
一
匹
世
間
居
、
少
同
悦
。

歓
欣
足
以
相
死
o
M
M
一
が
切
居
間
楽
、
行
同
和
、
死
同
哀
o

是
故
、
守
則
同
園
、
戦
則
閉
鎖
。
君
有
比
士
也
、
三
万
人
、

納
町
噛
以
諒
無
道
、
以
扉
周
室
。
翻

r哨
一
大
下
大
国
之
君
、
英
之
能
禦
也
。
問
一
当

倒
桓
公
日
、
伍
部
十
一
相
何
o

附
一
担
一
陥
没
船
一
叫
ん
同
町
一
致
一
酬
と
宮
子
対
日
、
相
地
而
衰
差
、
則
民
不
移
o

馴

γ刑
判
れ
山
宮

Y
謹
一
回
一
出
掛
一
割
程
一
式

協
い
徒
政
不
旅
旧
、
則
民
不
倫
o

闘い相暗一位一側一四州一一一叩一
γ
問
品
…
旧
杯
一
郎
官
肌
耕
一
怖
い
則
山
沢
各
致
其
時
、
則
民
不
荷
。
情
仁
日
開
一
龍
一
三
盟
一

一
酢
味
合
陸
阜
陵
埋
井
田
曙
均
、
則
民
不
憾
。
一
畑
一
世
間
制
一
一
献
棚
田
闘
い
献
一
酷
轍
…
綿
一
二
時
一
叫
吃
一
鵬
首
V
M
M一
八
為
井
。
無
奪
民
時
、
則
百
姓
富
、

犠
牲
不
略
、
則
牛
羊
遂

o湖
一
時
一
幽
…
桓
公
日
、
定
民
之
居
、
若
何
。
管
子
対
日
、
制
、
部
三
十
家
為
邑
。
邑
有
司

o
m鴨
判
明
純
一
酬
が
。
均
一
肌

也
。
十
邑
為
卒
。
卒
有
卒
帥
。
十
卒
為
郷
。
郷
有
郷
帥
。
三
郷
為
県
。
県
有
県
帥
ο

十
県
為
属
。
属
有
大
夫
五
属
。
故
立
五
大
夫
、
各
使

治
一
属
詩
c

日一胤
LFM同
十
立
五
正
、
叫
一
長
各
使
聴
一
属
意
。
是
故
、
正
之
政
聴
属
、
日
比
一
人
科
比
一
間

V
M牧
政
聴
県
、
…
仰
い
町
…
一
糊
一
訂
版
唱
。
下
政

聴
郷
。

W
M叫
ん
叫
一
肌
訓
削
…
桓
公
団
、
各
保
治
爾
所
、
無
戎
淫
怠
而
不
聴
治
者
。

と
あ
る
。
（
註
は
呉
の
章
昭
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
註
、
注
を
と
も
に
註
と
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
）
凶
は
管
仲
が
極
公
の
問
に
答
え
て
、
む
か
し

故
夜
戦
芦
相
問
、
足
以
不
君
、

昼
戦
目
相
視
、
足
以
相
識
。
其

以
方
行
於
天
下
、

聖
王
が
天
下
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
国
」
を
参
分
し
て
三
軍
を
つ
く
り
、
そ
の
部
を
五
分
し
て
五
属
と
す
る
方
法
を
と
っ
た
こ
と
、

聖
王
が
民
を
士
・
農
・
工
・
商
と
い
う
世
襲
の
職
に
よ
っ
て
区
別
し
、

雑
り
処
ら
し
め
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
際
農
民
は
田
野
に
集
り
居
ら
し
め
た
と
し
て
い
る
。

倒
は
管
仲
が
「
国
」
民
の
住
居
を
定
め
る
に
あ
た
り
、

「
国
」
を
二
十
一
郷
に

軍
を
編
成
す
べ
き
）

分
け
、
工
・
商
を
六
郷
に
お
ら
し
め
、
土
を
十
五
郷
に
お
ら
し
め
る
よ
う
に
し
た
の
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
同
は
、
管
仲
が
「
国
」
の
（
三

四
皇
を
連
、
十
連
を
郷
と
い
う
よ
う
に
次
第
に
大
き
い
組
み
合
わ
ぜ
を
つ

士
を
対
象
と
し
て
五
家
を
軌
、
十
軌
を
星
、

く
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
同
伍
の
人
々
を
日
常
生
活
の
単
位
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
戦
斗
時
の
単
位
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
こ

と
、
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
倒
は
管
仲
が
（
五
属
を
な
す
べ
き
）
部
の
民
の
治
め
か
た
と
、
都
の
人
々
を
対
象
と
し
て
三
十
家
を
邑
と
し
、

十
邑
を
卒
と
し
、
十
卒
を
郷
と
し
、
三
郷
を
同
黙
と
し
、
十
県
を
属
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
次
第
に
大
き
い
組
合
せ
を
つ
く
る
べ
き
こ
と
を
述
べ

戦
国
時
代
の
E
R
洛

（越智）
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戦
国
時
代
の
家
落

（
越
智
〉

八

た
も
の
で
あ
る
。
右
に
お
い
て
、
農
民
が
「
国
」
の
外
H
部
に
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
明
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
は
自
ら
広
義
の
「
国
」
と
な
る
。

さ
て
、
章
昭
は
「
国
」
を
「
郊
以
内
」
と
し
、
部
を
「
郊
以
外
（
の
邑
）
」
と
し
て
い
る
o

ま
た
闘
で
孝
昭
は
「
制
野
部
之
政
也
。
此
以
下
、

こ
れ
は
結
局
、
「
国
」
H
「
郊
以
内
」
が
郊
を
含
み
、
「
郊
以
外
」
が
郊
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
郊
外
」
の
う
ち
、
郊
内
だ
け
が
郊
を
含
む
用
法
は
、
周
礼
の
鄭
玄
の
註
に
も
こ

王
国
を
中
心
と
し
た
区
別
と
し
て
、
周
礼
司
徒
教

（
「
郊
内
」
、

与
郊
内
之
政
異
也
。
」
と
し
て
い
る
。

れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
）

い
ま
郊
を
含
む
広
義
の
「
国
」
の
用
法
に
ふ
れ
て
み
よ
う
。

官
之
職
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
、
園
、
近
郊
、
遠
郊
、
旬
、
梢
、
県
、
都
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

郊
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。
章
昭
の
考
え
か
た
は
そ
こ
に
王
国
と
諸
侯
の
領
土
と
い
っ
た
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
と
相
通
ず
る
も
の
で
、

詩
侯
の
領
土
に
「
国
」
、
郊
、
都
と
い
う
区
別
が
あ
る
が
、

こ
の
際
、
周
知
の
よ
う
に
広
義
の
「
国
」
に

そ
の
広
義
の
「
国
」
は
郊
を
含
み
、
領
土
全
体
が
衆
落
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
際

広
義
の
「
国
」
、
部
と
し
て
表
現
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
図
式
的
に
い
う
と
、
（
い
ま
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
）
春
秋
時
代
の
諸
侯
の
国
で
は
、

枢
を
な
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
城
（
内
城
）
で
か
こ
ま
れ
、
そ
の
外
の
相
当
の
広
が
り
を
も
っ
地
域
に
人
々
の
衆
落
や
田
地
が
あ
っ

て
、
そ
れ
が
城
（
外
城
）
で
か
こ
ま
れ
る
、
と
い
う
形
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
右
の
斉
国
に
あ
っ
て
も
そ
う
し
た
こ
と
を
想
定
す
べ
き
で

中
央
に
諸
侯
の
宮
殿
、

宗
廟
そ
の
他
国
の
中

あ
ろ
う
。
当
時
「
国
」
と
い
う
語
が
諸
侯
の
外
城
以
内
の
地
を
指
す
例
が
他
に
も
あ
る
が
、
右
の
広
義
の
「
国
」
を
外
城
以
内
（
H
郊
ま
で
）

と
す
る
章
昭
の
理
解
は
正
し
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
れ
o

（
以
下
「
国
」
と
い
う
際
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
外
城
H
郭
ま
で
を
指
す
も
の
と

す
る
。

た
だ
し
、
王
国
の
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
郊
が
恐
ら
く
外
城
よ
り
も
広
く
、
そ
れ
だ
け
に
広
義
の
「
国
」
U
郭
ま
で
と
い
う
こ
と
は
い

え
て
も
、
広
義
の
「
国
」
U

郭
ま
で
U

郊
以
内
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
そ
れ
を
論
外
と
す
る
。
）

な
お
、
右
で
は
、
四
民
の
住
居
を
定
め
、
そ
の
職
分
を
尽
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
土
を
市
井
に
就
か
せ
、
農
を
田
野
に
就
か
せ
、
ま
た
、
農
・

士
・
工
・
商
互
に
交
ら
な
い
よ
う
に
し
、

ま
た
、

農
の
子
が
恒
に
農
を
為
し
て
野
処
し
、

不
躍
で
あ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

市
井
に
つ
い
て

は
、
儀
礼
士
相
見
礼
第
三
に
、



凡
自
称
子
君
、
士
大
夫
則
日
下
臣
。
宅
者
、
在
邦
則
日
市
井
之
臣
。
在
野
則
日
草
茅
之
臣
。
庶
人
則
日
刺
草
之
臣
。

と
あ
る
。
こ
の
鄭
玄
の
註
に
、

宅
者
、
謂
致
仕
者
、
去
官
而
居
宅
。
戎
在
国
中
、
戎
在
野
。

と
あ
る
が
、
右
は
「
国
」
中
を
市
井
と
し
、
「
国
」
中
に
対
す
る
も
の
と
し
て
野
を
あ
げ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
孟
子
万
章
章

句
下
で
は
、

万
章
目
、
敢
問
、
不
見
諸
侯
、
何
義
也
。
孟
子
日
、
在
園
田
市
井
之
臣
。
在
野
田
草
葬
之
臣
。
皆
謂
庶
人
c

庶
人
不
伝
質
為
臣
。
不
敢
見

於
詩
侯
、
礼
也
。

と
あ
る
。
漢
の
越
岐
の
註
に
、

在
園
、
調
都
邑
也
。
民
会
於
市
。
故
田
市
井
之
臣
。
在
野
居
之
日
平
葬
之
臣
υ

芥
亦
革
也

Q

（
下
略
）

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
っ
て
も
「
国
」
を
市
井
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
野
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
国
」

が
市
井
で
あ
り
、

（
儀
礼
と
孟
子
と
の
士
大
夫
、
士
、
庶
人
に
関
す
る
見
解
の
ズ
レ
は
こ

こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。
）
国
語
に
見
え
る
市
井
は
必
ら
ず
や
こ
う
し
た
「
国
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
野
が
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
国
語
は
、
斉
で
は
管
子
の
こ
ろ
農
民
が
「
国
」
の
外
に
住
ん
で
い
た
が
、
こ
う
し
た
様
態
は
古
く
か
ら
あ
っ
た

と
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
右
の
国
語
の
記
述
が
十
分
な
正
確
さ
を
も
っ
て
管
子
に
よ
る
参
国
伍
部
の
状
態
を
伝
え
て
い
る
と
は
い
え
ぬ
に

し
で
も
、
そ
れ
は
春
秋
時
代
、
「
国
」
内
に
あ
る
土
が
軍
事
を
負
担
し
、
「
国
」
の
外
の
野
に
あ
る
農
民
が
専
ら
農
耕
に
従
事
す
る
と
い
う
形
が

あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
に
足
ろ
う
。
岡
崎
文
夫
氏
は
こ
う
し
た
形
を
春
秋
初
期
（
ま
で
）
の
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
（
戦
国

時
代
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
）
農
民
も
亦
軍
事
を
負
担
す
る
か
た
ち
よ
り
も
古
く
、
そ
れ
だ
け
に
少
な
く
と
も
春
秋
の
初
期
の
も
の
で
あ
っ
た

の
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
逸
周
書
作
維
解
第
四
十
八
を
見
る
と
、
周
の
周
公
が
維
邑
を
つ
く
っ
た
之
さ
の
こ
と
と
し
て
、
玉
城
、
県
域
な
ど
の
大
き
さ
を
述

戦
国
時
代
の
衆
落

（
越
智
）
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国
時
代
の
緊
落

（
越
智
）

。

ととベ
ああ
り以り都最
、使、都後
さ野続不に
ら事い過
に。て百
、事耕 、室

、，Z老夫 。
之

ハ
マ
マ
）

z十
u
、ム叫出世。ム日町川町叶仏町民、

農
居
部
、
得
以
庶
士
。
土
居
国
家
、
得
以
諸
侯
大
夫
。
制
国
菊
山
大
先
勺
j
l

と
あ
る
o

（
註
は
晋
の
孔
晃
の
も
の
で
あ
る
。
）
同
書
皇
内
解
第
四
十
九
に
「
大
門
宗
子
」
の
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
兄
弟
集
団
が
同
一
大
門
内
に

住
む
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
右
の
百
室
の
室
は
蓋
し
兄
弟
の
構
成
す
る
家
の
こ
と
で
あ
ろ
う
a

（
こ
の
家
は
刷
に
見
え
る
、
壮
丁
一
人
を
核

右
の
都
齢
の
語
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
国
の
語
は
ほ
ぼ
春
秋
中
期
に
な
る
と
諸
侯
の
支
配

と
し
て
構
成
さ
れ
る
家
と
は
違
う
わ
け
で
あ
る
。
）

す
る
全
領
土
を
指
す
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、

し、

そ
こ
で
は
都
部
の
意
味
も
変
化
し
、
都
は
諸
侯
の
領
域
で
政
治
の
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
、

ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
国
」
を
意
味
し
、
部
は
そ
の
そ
と
の
支
配
統
治
を
受
け
る
地
方
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
（
さ
き
の
斉
語
凶
の
章

昭
の
註
の
「
園
都
」
は
、
こ
の
変
化
し
た
用
法
を
用
い
た
表
現
で
あ
る
。
）
右
の
都
郡
と
い
う
表
現
に
は
そ
う
し
た
の
ち
の
時
代
の
用
法
が
投

影
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
都
は
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
「
国
」
に
あ
た
る
も
の
、
部
は
そ
う
し
た
「
国
」
の
そ
と
の
地
方
に
あ
る

邑
を
意
味
す
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
右
で
は
、
こ
の
都
を
国
家
と
も
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
右
の
都
部
の
都
と
そ
の
下
の

「
農
居

部
」
の
都
と
は
同
一
の
も
の
に
相
違
な
い
。

つ
ま
り
、

そ
こ
で
は
農
民
は
（
百
室
に
過
ぎ
な
い
）
都
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
部
は

治
也
。

一
人
の
諸
侯
の
全
領
土
に
い
く
つ
も
あ
る
。
）
こ
う
し
た
点
か
ら
い
う
と
、
土
は
都
1
国
家
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
孔
晃
の
註
に
「
居
、

と
あ
る
の
は
、
（
そ
の
註
自
体
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
）
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
す

治
部
以
燥
、
治
国
家
以
大
夫
。
」

べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
孔
見
の
註
で
は
野
事
を
「
耕
桑
之
事
」
と
し
て
い
る
υ

し
か
し
、
結
論
的
に
い
う
と
、
こ
れ
は
野
の
耕
桑
と
、

城
内
の
事
す
な
わ
ち
官
人
と
し
て
の
職
務
と
を
連
ね
て
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
事
の
用
法
と
し
て
は
、
礼
記
曲
礼
上
第



に
、
「
大
夫
、
七
十
而
致
事
。
」
（
そ
の
鄭
玄
の
註
に
、
「
致
其
所
掌
之
事
於
君
、
而
告
老
。
」
と
あ
る
）
と
あ
る
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

で
あ
る
が
、
史
記
五
帝
本
紀
第
一
に
、
「
九
章
既
陸
、
便
章
百
姓
。
」
と
あ
り
、
そ
の
索
隠
に
、
「
古
文
尚
書
作
平
。
此
文
章
読
平
為
浦
耕
反
。

平
既
訓
使
。
因
作
便
章
c

其
今
文
作
弁
章
c

古
平
字
亦
作
便
。
音
牌
縁
反
。
便
則
訓
弁
。
遂
為
弁
章
。
：
・
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
際
の
平
の

よ
う
に
「
わ
か
（
分
）
つ
」
と
い
っ
た
意
味
と
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
便
野
事
」
は
、
農
の
な
す
べ
き
こ
と
と
宮
人
た
る
士
の
な
す
べ
き
こ
と

と
を
分
つ
、
と
い
っ
た
意
味
で
、
「
農
居
齢
」
以
下
は
そ
れ
を
う
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
周
初
の
「
国
」
H
都
と
都
と
が
せ
い
ぜ
い
百
室
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
事
実
そ
の
ま
ま
で
な
い
に
し
て
も
、
周
の
封
建
の
初
期
に
お
い
て
「
国
」

u
都
と
郵
と
が
一
般
に
ご
く
小

さ
か
っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
よ
う
。
こ
の
際
、
南
者
の
大
き
さ
に
差
が
な
い
と
し
て
い
る
点
は
、
「
国
」
H

都
に
農
民
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
と

自
ら
相
応
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
便

ち
な
み
に
、
戦
国
策
巻
六
趣
恵
文
王
下
の
条
に
、

且
古
者
四
海
之
内
、
分
為
万
国
。
城
雄
大
、
無
過
三
百
丈
者
、
人
雄
衆
、
無
過
三
千
家
者
。
：
・
今
取
古
之
為
万
国
者
、
分
以
為
戦
国
七
0

・
：
今
千
丈
之
城
、
万
家
之
邑
、
相
望
也
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
戦
国
時
代
七
雄
が
な
ら
び
た
っ
た
こ
ろ
に
視
点
を
お
い
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
か
つ
て
の
三
百
丈
程
度
の

城
を
す
べ
て
詩
侯
の
「
国
」
城
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
当
時
の
「
千
丈
之
城
」
の
よ
う
に
詩
侯
の
「
国
」
城
で
な
い
も
の
を

し
か
し
右
の
記
事
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
三
百
丈
程
度
の
城
は
現
実
に
は
最
大
級
の
「
国
」
城
で
あ
っ
た
と
想

含
ん
で
い
る
か
も
知
れ
な
い
。た

だ
し
、
右
の
万
園
、
三
百
丈
、
三
千
家
と
い
う
数
字
は
、
右
の
記
事
を
含
む
議
論
の
全
体
を
見
る
と
、
そ
の
ま
ま

信
ず
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
三
百
丈
、
三
千
家
に
は
域
内
に
農
民
が
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
城
の
規
模
、
城
内
の

人
口
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
当
時
の
状
態
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
（
戦
国
時
代
に
お
け
る
農
民
の
住
居
に
つ
い
て
は
の

ち
に
ふ
れ
る
。
）
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
右
は
極
め
て
漠
然
と
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
諸
侯
の
「
国
」
が
の
ち
に
く
ら
べ
る
と
ご
く
小
さ
か

っ
た
の
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

定
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

戦
国
時
代
の
衆
落

（
越
智
）



戦
国
時
代
の
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こ
こ
で
若
干
の
こ
と
を
補
記
し
て
お
く
。
第
一
は
、
礼
記
少
儀
第
十
七
に
、

同
士
之
子
長
幼
。
長
則
日
能
耕
突
。
幼
則
日
能
負
薪
、
未
能
負
薪
。

と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
士
で
あ
っ
て
も
そ
の
子
を
農
耕
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
鄭
玄
の
註

、

士
禄
薄
。
子
以
農
事
為
業
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
士
が
農
民
と
は
違
い
士
と
し
て
の
収
入
｜
俸
禄
ー
に
よ
っ
て
生
活
す
べ
き
で
あ
る
が
、

た
だ
そ
の
収
入
が
多
く
な
い
た
め
子

を
農
耕
に
従
事
さ
せ
る
の
を
示
し
て
い
る
。
融
っ
て
思
う
に
、
土
は
も
と
も
と
族
全
体
と
し
て
共
同
生
活
を
し
、
そ
の
基
盤
に
田
土
や
そ
れ
を

耕
作
す
る
「
国
」
の
外
の
農
民
の
共
同
支
配
が
あ
っ
た
（
そ
こ
で
は
農
民
も
族
全
体
と
し
て
共
同
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
）
が
、
の

ち
士
の
「
家
」
を
単
位
に
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
基
盤
に
諸
侯
か
ら
の
俸
禄
が
あ
る
、
と
い
う
形
に
変
っ
て
き
た
。
い
ま
と
り
あ
げ
て

そ
う
し
た
士
に
も
（
旧
来
通
り
）
士
と
し
て
の
（
軍
士
な
ど
と
な
る
と
い
っ
た
）
職
分

い
る
の
は
後
者
の
形
に
な
っ
て
か
ら
の
士
で
あ
る
が
、

が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
農
耕
は
収
入
を
よ
り
増
す
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
礼
記
王
制
第
五
に
は
、
士
の
収
入
に
つ
い
て
、

制
、
農
田
百
畝
。
百
畝
之
分
、
上
農
夫
食
九
人
。
其
次
食
八
人
、
其
次
食
七
人
、
其
次
食
六
人
。
下
農
夫
食
五
人
。
庶
人
在
官
者
、
其
禄

と
あ
る
。 以

是
為
差
也
。
諸
侯
之
下
士
、
視
上
農
夫
。
禄
足
以
代
其
耕
也
。
中
士
倍
下
士
。
上
士
倍
中
士
。

諸
侯
の
下
士
の
収
入
が
上
農
の
収
入
に
あ
た
る
の
を
い
っ
て
い
る
。
（
ま

こ
れ
は
士
と
農
民
と
を
身
分
的
に
区
別
す
る
と
と
も
に
、

た
、
同
じ
王
制
第
五
に
、
誇
侯
の
中
土
は
十
八
人
を
食
ま
し
め
、
諸
侯
の
上
士
は
三
十
六
人
を
食
ま
し
め
る
と
あ
る
。
）

そ
れ
だ
け
に
士
が
（
年

長
の
子
や
弟
な
ど
に
よ
り
）
農
業
を
副
次
的
に
営
ん
で
い
た
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
士
、
農
民
が
身
分
的
に
区

別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
別
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

第
二
は
、
斉
語
に
よ
る
限
り
、
参
国
伍
都
は
「
国
」
中
の
士
と
「
国
」
外
の
農
民
と
を
く
み
わ
け
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
が
旧
来
通
り

軍
土
の
職
分
を
も
ち
、
後
者
も
旧
来
通
り
専
ら
農
耕
に
従
事
す
る
と
す
れ
ば
、

一
体
何
が
そ
の
富
国
強
兵
策
の
真
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
の
か
、



と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
節
は
そ
の
富
国
強
兵
策
自
体
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
別
稿
と
の
関
係
か
ら
、
そ
こ
に
（
族
が

ほ
ぼ
分
裂
し
て
い
る
）
士
、
農
民
を
小
宗
集
団
（
こ
の
小
宗
集
団
は
兄
弟
集
団
の
意
味
）
と
し
て
把
握
す
る
と
同
時
に
、
新
ら
し
く
戦
斗
集
団

を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
壮
丁
を
個
人
｜
（
壮
丁
を
夫
と
す
る
夫
婦
と
未
成
年
の
子
と
か
ら
な
る
）
核
家
族
の
家
単
位
に
把
握
す
る
目

的
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
春
秋
左
氏
伝
桓
公
二
年
（
西
紀
前
六
九
四
年
）
の
伝
に
、

師
服
目
、
吾
問
、
国
家
之
立
也
、
本
大
而
末
小
。
是
以
能
固
。
故
天
子
建
国
、
諸
侯
立
家
、
卿
置
側
室
、
大
夫
有
弐
宗
、
士
有
隷
子
弟
、

庶
人
工
商
各
有
分
親
。
皆
有
等
衰
。
是
以
民
服
事
其
上
、
而
下
無
凱
観
。
今
晋
旬
侯
也
。
而
建
国
既
弱
突
。
其
能
久
乎
。

と
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る
士
、
庶
人
、
工
、
商
の
こ
と
は
当
時
の
斉
に
あ
て
て
考
え
て
も
大
過
な
か
ろ
う
。

士
に
つ
い
て
は
、
杜
註
に
、
「
土

卑
。
自
以
其
子
弟
為
僕
隷
。
」
と
あ
る
が
、

こ
う
し
た
理
解
は
正
し
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
右
の
土
は
核
家
族
的
構
成
を
と
る
も

の
で
な
く
、
兄
弟
集
団
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
庶
人
に
つ
い
て
は
、
杜
註
に
「
庶
人
無
復
尊
卑
。
以
親
疏
為
分
別
也
。
」
と
し

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
点
か
ら
だ
け
で
は
土
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
伝
で
そ
れ
を
土
と
同
じ
く
喪

服
の
対
象
と
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
巨
視
的
に
は
や
は
り
兄
弟
集
団
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
さ
て
、
支
配
者
に
と
っ
て
、
軍

事
力
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
方
法
が
あ
る
が
、
右
の
参
国
は
、

旧
来
の
士
た
る
べ
き
族
が
ほ
ぼ
兄
弟
集
団
に
分
裂
し
て
い
る
よ

う
な
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
兄
弟
集
団
の
家
を
存
続
さ
せ
な
が
ら
、

し
か
も
戦
士
た
る
に
た
え
る
壮
丁
を
、
壮
丁

l
核
家
族
の
家
単
位
に
掌
握

す
る
方
式
を
う
ち
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
民
政
に
軍
事
を
寓
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
兄
弟
集
団
の
家
を
存
続
さ
せ
な
が
ら
、

し
か
も
政
治
の
運
営
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
壮
丁
十
人
｜
核
家
族
の
家
十
個
を
単
位
と
し
て
国
民
を
掌
握
す
る
や
り
か
た
は
、

伍
制
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
右
は
そ
れ
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

の
ち
漢
の
什

第
三
に
、
「
国
」
に
住
む
土
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
周
は
肢
を
減
し
て
の
ち
、
肢
の
諸
族
を
多

く
成
周
洛
陽
に
遷
し
て
新
邑
造
営
に
あ
た
ら
せ
た
。
以
後
成
周
洛
陽
は
こ
れ
ら
の
定
住
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
国
」
内
に
は
支

配
者
と
し
て
の
周
の
一
族
だ
け
で
な
く
、
「
国
」
成
立
以
前
か
ら
、
「
国
」
の
土
地
に
住
ん
で
い
た
、
原
住
の
比
較
的
身
分
の
上
の
諸
族
も
亦
住

戦
国
時
代
の
衆
溶

（
越
智
）



戦
国
時
代
の
衆
溶

（
越
智
）

二
四

ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
も
の
も
亦
恐
ら
く
は
右
で
い
う
土
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
春
秋
左
氏
伝
嚢
公
三
十
年
（
西
紀
前
五
一
二
年
）
の
伝
を
見
る
と
、

同
子
産
使
都
部
有
章
、
同
上
下
有
服
、
同
固
有
封
油
、
同
塵
井
有
伍
。
（
下
略
〉

と
あ
る
。
こ
の
杜
預
の
註
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、

a
 

・0・d

園
都
及
辺
部
車
服
尊
卑
、
各
有
分
部
也
。

公
卿
大
夫
服
、
不
相
蹄
c

封
、
担
也
。
油
、
溝
也
。

屋
、
舎
也
。
九
夫
為
井
、
使
五
家
相
保
。

と
あ
る
。
さ
て
、
左
氏
会
室
に
は
同
に
つ
い
て
何
も
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
同
に
つ
い
て
、

第
日
、
周
礼
大
司
徒
、
正
其
畿
鎖
、
市
封
溝
之
。
鄭
注
、
封
、
起
土
界
也
。
五
溝
五
塗
、
井
田
法
也
。
伝
以
封
泊
二
字
、
包
之
。
拠
此
文
、

当
時
鄭
国
井
田
之
法
己
壊
。
十
年
、
子
細
為
田
泊
。
子
産
亦
因
子
朋
之
故
、
而
修
之
耳
。
深
四
尺
広
四
尺
日
潜
。
深
八
尺
広
八
尺
日
泊
。

社
姑
挙
其
類
、
以
暁
人
。
非
謂
溝
机
実
同
也
。

と
あ
り
、
同
に
つ
い
て
、

慮
、
田
中
之
臆
也
。
云
蹴
井
有
伍
、
則
井
田
之
伍
也
。
若
是
色
中
之
伍
、
不
当
言
井
。
五
井
相
保
、
周
礼
無
此
法
。
春
秋
之
時
、
風
俗
漸

捕
、
子
産
朔
意
制
之
、
以
防
民
偽
耳
。
（
下
略
）

と
あ
る
o

（
川
に
つ
い
て
は
省
略
）
右
の
都
郡
の
語
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
、
ほ
ぼ
春
秋
中
期
以
後
の
用
法
で
、
都
は
（
本
来
の
意
味
に

お
け
る
）
「
国
」
を
指
し
、
部
は
そ
の
そ
と
の
支
配
統
治
を
受
け
る
地
方
を
指
し
て
い
る
。

さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
同
の
慶
井
が
「
国
」
よ
り
外
の
田
野
に
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
の
は
ほ
ぼ
明
か
で
あ
ろ
う
。
同

の
杜
註
も
、
そ
の
会
翼
も
、
と
も
に
、
井
田
制
の
影
響
を
極
め
て
大
き
く
受
け
て
は
い
る
も
の
の
、
臆
井
を
田
野
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
は



間
違
い
な
い
。
な
お
、
会
筆
で
「
（
下
略
）
」
と
し
た
部
分
は
、
「
下
文
云
取
我
田
噂
而
伍
之
、
是
也
。
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
下
文
」

は
、
同
年
の
条
の
後
方
に
、

（
前
略
）
子
産
奔
晋
。
子
皮
止
之
、
而
逐
豊
巻
。
豊
巻
奔
晋
。
子
産
請
其
田
豆
、
三
年
而
復
之
、
反
其
田
塁
及
其
入
君
。

1
1
1
I
l
l
i－
－

1
1
1
1

タ
ス
ケ
ン

人
諦
之
、
目
、
取
我
衣
冠
而
術
之
、
取
我
田
曙
而
伍
之
。
執
殺
子
産
。
吾
其
与
之
。

と
あ
る
も
の
の
う
ち
の
｜
｜
の
部
分
を
指
す
。
会
第
に
、
「
饗
目
、
皇
、
居
也
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
筆
目
、
一
切
経
音
義
引
倉
制
篇
目
、
曙
、

耕
也
。
越
岐
孟
子
注
、
幡
、
一
井
也
。
伍
之
、
即
上
文
躍
井
有
伍
之
伍
。
云
取
我
田
幡
、
明
非
五
家
相
保
（
配
加
畑
駐
一
綿
一
従
恥
…
時
制
い
り
）
円
一
伍

会
賓
は
こ
の
田
野
の
皇
｜
衆
落
に
あ
る
も
の
を
五
井
ご
と
に
保
す
る
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

従
政
一
年
。
興

也
。
」
と
あ
る
が
、
蓋
し
、

ニ
、
と
く
に
戦
国
時
代
、
農
民
が
域
内
と
田
野
と
に
分
れ
住
ん
で
い
た
こ
と

こ
れ
は
大
綱
に
お
い
で
ほ
ぼ
第
一
節
に
あ
げ
た
国
語
斉
語
の
も
の
と
同
じ

し
か
し
、
そ
こ
で
は
倒
の
「
土
郷
十
五
」
が
「
士
農
郷
十
五
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
と
、
「
国
」
内
に
土
（
、
工
、
商
）

と
な
ら
ん
で
農
も
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
前
節
で
引
用
し
た
斉
語
の
章
昭
の
註
の
な
か
に
見
え
る
唐
尚
書
の
見
解
で
は
、
「
土
郷
十
五
」
の
士
が

土
と
農
と
の
こ
っ
か
ら
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
土
郷
十
五
」
の
士
は
工
、
商
と
な
ら
ぶ
も
の
、
ひ
い
て
は
農
と
も
な
ら
ぶ
べ
き
も
の
で
あ

管
子
（
書
名
）
小
匡
第
二
十
に
管
子
の
改
革
が
記
さ
れ
て
い
る
。

で
あ
る
。

る
が
、
す
で
に
そ
の
ま
え
の
方
に
士
、
農
、
工
、
商
の
四
民
が
出
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
士
に
農
を
含
ま
せ
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
「
国
」
に
士
農
が
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
自
ら
唐
尚
書
の
考
え
た
よ
う
に
「
国
」
内
に
士
、
農
、
工
、
商
が
す
べ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
）
な
お
、
斉
語
の
同
の
「
夫
是
故
、
農
之
子
、
恒
為
農
、
野
処
而
不
睡
。
」
が
、
小
匡
で
は
「
是
故
農
之
子
、
常
為
農
、
撲
野
而

不
麗
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
唐
の
房
玄
齢
の
註
に
、
「
農
人
之
子
、
朴
質
、
而
野
不
為
姦
題
。
」
と
あ
る
が
、

な
く
と
も
農
が
野
に
住
ん
で
い
る
こ
と
は
断
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
管
子
大
匡
第
十
八
に
は
、

凡
仕
者
近
宮
、
不
仕
者
与
耕
者
近
問
、
工
買
近
市
。

こ
の
小
匡
の
記
述
で
は
、
少

戦
国
時
代
の
緊
落

（
越
智
）

二
五
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一一六

と
あ
る
。
こ
れ
は
士
、
工
、
商
と
な
ら
ん
で
農
も
ま
た
「
国
」
内
（
で
城
門
の
近
く
）
に
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
現
行
の
管
子

が
）
度
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
小
匡
と
大
匡
と
の
記
事
は
一
応
同
一
時
期

の
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
国
語
と
管
子
と
で
は
農
民
の
住
居
地
に
関
し
て
相
違
が
あ
り
、
前
者
で
は
「
国
」
に
は
農
民
が
お
ら
ず
、

「
国
」
外
H

野
に
だ
け
農
民
が
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
後
者
で
は
「
国
」
内
に
も
「
国
」
外
H

野
に
も
農
民
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
前
者
で
は
土
だ
け
が
軍
士
と
な
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
農
民
は
軍
士
と
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
後
者
で
は
（
少
な

く
と
も
参
国
の
際
）
農
民
を
軍
士
と
し
て
い
る
の
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
両
者
の
違
い
は
農
民
を
軍
役
に
徴
発
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
相
応

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
軍
隊
の
構
成
員
は
土
で
あ
っ
た
。
農
民
に
軍
役
の
徴
発
が
及
ん

だ
の
は
の
ち
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
戦
国
時
代
に
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
お
そ
く
と
も
戦
国
時
代
に
な
る

と
、
城
に
も
大
き
い
も
の
が
で
き
、
そ
こ
に
農
民
を
多
数
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
管
子
の
参
国
伍
都
は
、
参
国
だ
け
に
つ

い
て
い
え
ば
、
国
語
よ
り
も
の
ち
の
時
代
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
こ
の
際
、
伍
都
の
農
民
も
亦
当
然
軍
役
を
負
担
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
さ
き
に
第
一
節
で
、
参
国
伍
都
の
と
き
の
士
、
農
が
、
国
語
斉
語
で
は
、
（
族
が
ほ
ぼ
分
裂
し
て
）
小
宗
集
団
（
と
し
て
の
兄
弟

集
団
）
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
し
た
。
い
ま
そ
う
し
た
点
を
管
子
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
管
子
問
第
二
十
四
に
、

国
之
楽
人
、
何
族
之
子
弟
也
、
問
。

と
あ
り
、郷

之
貧
人
、
何
族
之
別
也
、
問
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
こ
の
間
の
つ
く
ら
れ
た
こ
ろ
族
の
分
裂
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、

宗
子
之
収
見
弟
者
、
以
貧
従
昆
弟
者
、
幾
何
、
問
。



と
あ
る
。

こ
れ
は
兄
弟
築
団
が
存
在
し
つ
つ
も
、
少
な
く
と
も
経
済
面
で
各
自
の
独
立
性
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま

Tこ

余
子
父
母
存
、
不
養
、
而
出
離
者
幾
何
人
。
：
・
問
。

と
あ
り
、土

之
有
国
宅
、
身
在
陳
列
者
幾
何
人
。
余
子
之
勝
甲
兵
、
有
行
伍
者
幾
何
、
問
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
あ
い
ま
っ
て
三
族
制
の
家
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
も
分
裂
の
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
管
子
は
一
度

に
で
き
た
も
の
で
な
く
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
書
き
加
え
ら
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
内
容
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
右
に

あ
げ
た
聞
は
全
体
と
し
て
族
が
次
第
に
分
裂
の
傾
向
を
強
め
、
そ
こ
に
兄
弟
集
団
、

ら
に
壮
丁
各
自
の
経
済
的
「
独
立
」
性
を
強
め
た
も
の
（
こ
れ
は
壮
丁
｜
核
家
族
の
家
の
出
現
に
連
な
る
）
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
の
を
示
唆
し

て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
変
化
は
徐
々
に
、
ま
た
複
雑
な
形
を
と
っ
て
生
ず
る
が
、
管
子
の
参
国
伍
都
は
、
こ
う
し
た
大
勢
を
ふ
ま
え

た
「
改
革
」
で
あ
る
、
（
ま
た
、
国
語
の
示
す
よ
う
に
春
秋
初
期
に
参
国
伍
部
が
行
な
わ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
恐

ら
く
可
能
で
あ
ろ
う
、
）
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

な
お
、
通
典
巻
三
食
貨
三
郷
党
に
、

（
そ
の
つ
ぎ
の
形
態
と
し
て
の
）
三
族
制
的
な
も
の
、
さ

斉
桓
公
用
管
仲
。
管
仲
日
、
夫
善
牧
者
、
非
以
城
郭
也
。
輔
之
以
什
、
司
之
以
伍
。

置
、
遷
徒
者
、
無
所
容
。
不
求
而
得
、
不
召
而
来
。
故
人
無
流
亡
之
意
、
吏
無
備
追
之
憂
。
故
主
政
可
行
於
人
、
人
心
可
繋
於
主
。
是

以
、
制
、
国
郊
内
則
以
五
家
為
軌
、
軌
十
為
里
、
皇
四
為
連
、
連
十
為
郷
、
郷
五
為
帥
。
圏
内
十
五
郷
。
自
五
至
帥
。
郊
外
則
三
十
家
為

邑
、
邑
十
為
卒
、
卒
十
為
郷
、
郷
三
為
県
、
県
十
為
属
、
属
有
五
。
自
五
至
属
。
各
有
官
長
。
以
司
其
事
、
寓
軍
政
鷲
。
而
斉
遂
覇
。

伍
無
非
其
皇
、
什
無
非
其
家
。

故
奔
亡
者
、
無
所

と
あ
る
。
こ
れ
は
通
典
の
撰
者
杜
君
佑
が
さ
き
に
あ
げ
た
国
語
や
管
子
の
記
事
に
よ
っ
て
彼
な
り
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

に
「
寓
軍
政
意
。
」
と
あ
る
が
、

こ
の
最
後

こ
れ
は
「
国
」
の
農
民
だ
け
で
な
く
都
の
農
民
に
も
、

日
常
生
活
上
の
組
織
と
軍
事
組
織
と
を
合
致
さ
せ
る

戦
国
時
代
の
爽
落

（
越
智
〉
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と
い
う
や
り
か
た
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
理
解
を
も
っ
て
警
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
農
民
が
城
内
に
も
入
っ
て
い
た
戦
国
時
代
を
舞
台
と
し
て
、

そ
こ
に
管
仲
の
改
革
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
「
国
」
外
1
野
に
あ
る
昆
と
城
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
春
秋
初
期
ご
ろ
ま
で
で
あ
る
が
、
さ
き
に
、
逸
周
書
作

錐
解
に
西
周
の
初
期
、
「
国
」
、
都
が
百
室
に
過
ぎ
な
い
ほ
ど
小
さ
い
と
し
て
い
る
の
を
引
用
し
た
。
こ
の
数
字
は
そ
の
ま
ま
と
る
べ
き
で
な
い

け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
そ
れ
ら
が
小
さ
か
っ
た
の
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
部
に
も
当
然
よ
り
大
き
い
も
の
と
よ
り
小
さ
い

も
の
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
論
語
公
冶
長
第
五
に
、

子
日
、
十
室
之
邑
、
必
有
忠
信
如
丘
者
意
。
不
如
丘
之
好
学
也
。

と
あ
る
。
こ
う
し
た
小
邑
は
必
ら
ず
や
孔
子
よ
り
も
ま
え
に
も
存
在
し
て
部
を
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
十
室
之
島
と
い
う
表
現

は
、
他
に
大
戴
礼
記
曽
子
制
言
下
第
五
十
六
に
、

（
前
略
）
是
故
君
子
錯
在
高
山
之
上
、
深
沢
之
汚
、
衆
俺
栗
説
経
、
而
食
之
。
生
耕
稼
、
以
老
十
室
之
邑
。

而
式
、
過
十
室
之
邑
、
則
下
。
為
乗
徳
之
土
存
鷲
ο

（ママ）

是
故
、
音
再
見
耕
者
五
網
、

と
あ
る
。
ま
た
、
春
秋
左
氏
伝
成
公
十
七
年
（
西
紀
前
五
七
四
年
）
の
伝
に
、

初
飽
園
、
去
飽
氏
而
来
、
為
施
孝
叔
臣
。
施
氏
卜
宰
。

譲
飽
国
而
致
邑
駕
。
（
下
略
）

匡
句
須
吉
。
施
氏
之
宰
、
有
百
室
之
邑
。

与
匡
句
須
邑
、
使
為
宰
（
根
崎
一
の
）
o

以

と
あ
る
。
蓋
し
こ
う
し
た
都
に
は
一
般
的
に
い
っ
て
、
後
世
に
い
う
よ
う
な
城
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

春
秋
時
代
に
あ
っ
て
も
、
時
期
が
く
だ
る
に
つ
れ
「
国
」
城
が
次
第
に
発
達
す
る
が
、
旧
来
都
と
い
わ
れ
た
も
の
（
「
国
」
城
外

の
諸
侯
の
一
族
の
采
邑
）
に
も
ま
た
城
を
も
っ
大
き
い
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
魯
の
三
桓
氏
の
場
合
、
季
孫
氏
の
費
邑
、
叔
孫
氏
の
廊
邑
、

孟
孫
氏
の
郎
邑
は
そ
れ
ぞ
れ
大
邑
で
、
そ
こ
に
は
邑
を
め
ぐ
ら
す
城
壁
と
、
そ
こ
を
守
る
私
兵
と
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
私
兵
は
当
然
城
内
に

こ
う
し
た
私
従
の
土
は
春
秋
中
期
以
降
激
化
し
て
ゆ
く
世
族
聞
の
争
い
の
結
果
、
没
落
、

n

－Av

－－
J

、

＋
’
ゆ
’
1
目、

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

分
散
し
て
ゆ
く
一
族
の
子



弟
、
封
邑
（
部
）
の
農
民
の
壮
な
る
も
の
な
ど
か
ら
な
る
。
旧
来
の
土
（
、
工
、
商
）

以
外
の
も
の
が
城
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
大
勢
下
に
農

民
が
「
国
」
や
都
の
城
内
、
と
く
に
城
内
で
城
外
の
耕
地
に
近
い
と
こ
ろ
に
住
む
と
い
っ
た
こ
と
も
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
前
引
の
よ
う
に
、
管

子
大
匡
第
十
八
に
は
、
農
民
は
城
内
で
城
門
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
一
証
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
戦
国
策
巻
四
斉
宣
王
の
条
を
見
る
と
、
蘇
秦
の
一
一
言
と
し
て
、

臨
治
之
中
、
七
万
戸
。
臣
籍
度
之
、
下
戸
三
男
子
。
三
七
二
十
一
万
。
不
待
発
於
遠
県
、
市
臨
治
之
卒
、
固
巳
二
十
一
万
突
。

と
あ
る
。
こ
の
臨
治
は
、
戦
国
時
代
の
域
の
う
ち
大
き
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
こ
に
見
え
る
七
万
戸
は
兄
弟
集
団
の
家
を
主
と
す
る
、
あ

る
い
は
そ
れ
と
三
族
制
的
な
家
と
を
主
と
す
る
、
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
動
乱
期
に
あ
っ
て
、
域
内
の
民
（
恐
ら
く
農
民
を
主
と

す
る
も
の
）
を
多
く
も
つ
ほ
ど
、
確
実
で
迅
速
に
調
達
で
き
る
軍
役
量
が
大
き
い
と
し
て
い
る
の
を
示
唆
し
て
い
る
。

り
大
に
し
、
農
民
を
な
る
だ
け
そ
の
な
か
に
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
通
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
城
の
規
模
を
よ

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
際
、
改
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、

か
つ
て
「
国
」
域
外
に
住
ん
で
い
た
農
民
が
す
べ
て
発
達
し
た
（
古
い
表
現
で
い

っ
た
際
の
「
国
」
や
都
の
）
城
内
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
依
然
と
し
て
相
当
部
分
の
も
の
は
城
外
に
住
ん
で
い
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
こ
れ
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
国
の
語
は
ほ
ぼ
春
秋
中
期
に
な
る
と
諸
侯
の
支
配
す
る
全
領
土
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
（
そ
こ
で
は
、
都
、
都
の

意
味
も
変
化
し
、
都
が
諸
侯
の
領
域
の
政
治
の
中
心
を
指
し
、
部
は
支
配
統
治
を
受
け
る
地
方
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
）

こ
ろ
か
ら
「
国
」
の
外
に
い
る
燦
民
も
軍
事
負
担
（
軍
役
を
含
む
）
を
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、

こ
の

こ
う
し
た
こ
と
が
か
ら
み
あ
っ
て
で
あ
ろ
う

が
、
農
民
へ
の
軍
事
負
担
を
問
題
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
天
子
、
諸
侯
な
ど
の
支
配
の
及
ぶ
ベ
言
、
耕
作
可
能
の
土
地
を
含
む
全
地
域
を
問
題

と
す
る
こ
と
が
生
じ
て
く
る
。
斉
の
景
公
（
桓
公
の
玄
孫
。
西
紀
前
回
九

O
年
嘉
）
の
と
き
、
大
夫
田
穣
宜
が
司
馬
法
を
つ
く
り
、
の
ち
斉
の

威
王
（
戦
国
時
代
の
王
）
の
大
夫
ら
が
古
法
を
追
論
し
て
ま
た
司
馬
法
を
つ
く
り
、
穣
宜
に
附
し
た
と
い
う
（
周
礼
小
司
徒
の
註
）
が
、
こ
う

し
た
司
馬
法
や
戦
国
時
代
に
説
の
李
仰
が
つ
く
っ
た
と
い
う
「
地
力
を
尽
す
教
」
な
ど
に
そ
れ
が
み
え
る
。

戦
国
時
代
の
緊
洛

（
越
智
）

九



戦
国
時
代
の
取
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落
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越
智
〉

。

と
こ
ろ
で
、

こ
う
し
た
場
合
人
々
の
住
居
が
城
外
に
も
あ
る
と
す
る
理
解
が
見
え
る
。

こ
こ
で
、
漢
書
巻
二
十
三
刑
法
志
を
見
る
と
、

周
の

こ
と
と
し
て
、

天
下
既
定
、
敢
減
千
文
、
教
以
文
徳
。
而
猶
立
司
馬
之
官
、
設
六
軍
之
衆
、
因
井
田
而
制
軍
賦
。
地
方
一
旦
為
井
、
井
十
為
通
、
通
十
為

成
、
成
十
為
終
、
終
十
為
問
。
同
方
百
里
。
同
十
為
封
、
封
十
為
畿
。
畿
方
千
里
。
有
税
有
租
。
放
四
井
為

邑
、
四
邑
為
丘
。
丘
十
六
井
也
。
有
戎
馬
一
匹
、
牛
三
頭
。
四
丘
為
旬
。
旬
六
十
四
井
也
。
有
戎
馬
四
匹
、
兵
車
一
乗
、
牛
十
二
頭
、
甲

（
坑
斥
？
）

一
同
百
豆
、
提
封
万
井
。
除
ニ
山
川
沈
序
、
城
池
邑
居
、
園
田
術
路
、

税
以
足
食
、

賦
以
足
兵
。

士
三
人
、
卒
七
十
二
人
。
千
文
備
具
。
是
謂
乗
馬
之
法
c

千
六

百
井
一
、
定
出
賦
六
千
四
百
井
、
戎
馬
四
百
匹
、
兵
車
百
乗
。

封
十
万
井
。
定
出
賦
六
万
四
千
井
、
戎
馬
四
千
匹
、
兵
車
千
乗
。
比
詩
侯
之
大
者
也
。

井
。
定
出
賦
六
十
四
万
井
、
戎
馬
四
万
匹
、
兵
車
万
乗
。
故
称
万
乗
之
主
。

此
卿
大
央
采
地
之
大
者
也
。

是
謂
百
乗
之
家
。

一
封
三
百
一
十
六
皇
、
提

是
謂
千
乗
之
因
。

天
子
畿
方
千
里
、
提
封
百
万

と
あ
る
。
司
馬
法
は
同
－
人
が
一
時
に
つ
く
っ
た
も
の
で
な
い
だ
け
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
右
の
司
馬
法
の
一
つ

あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
と
並
ん
で
出
て
き
た
司
法
馬
の
一
っ
と
考
え
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
天
子
、
諸
侯
、
卿
、
大
夫
と
も
に
そ
の
領

土
全
域
が
問
題
と
さ
れ
、
か
っ
そ
の
大
約
三
分
の
一
が
可
耕
地
と
さ
れ
て
い
た
の
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
際
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
司
馬
法
に
お

（
坑
斥
？
）

い
て
、
山
川
沈
序
、
城
池
邑
居
、
園
間
術
路
が
そ
れ
か
ら
除
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
邑
居
は
城
池
と
な
ら
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
城
（
こ
れ
は
広
義
の
城
と
解
す
べ
き
で
あ
る
）
（
池
〉
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
城
内
に
も
邑
居
は
あ
る
わ

と
い
っ
た
意
味
の
も
の
が
、
限
定
的
に
城
外
に
あ
る
も
の
と
さ
れ

け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
の
邑
居
の
邑
は
釈
名
の
「
邑
、
人
来
会
之
称
也
。
」

右
は
、
司
馬
法
が
と
り
あ
げ
て
い
る
真
の
時
期
つ
ま
り
、
農
民
に
も
軍
役
負
担
の
か
か
る
春
秋
中
期
以
後
に
お
い

（
坑
斥
？
）

て
、
住
民
が
城
外
に
も
住
ん
で
い
た
の
を
暗
々
裏
に
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
（
な
お
、
山
川
、
沈
序
、
城
池
、
邑
居
、
園
問
、
術
路

は
、
城
池
と
邑
居
の
場
合
に
限
ら
ず
、
他
に
も
相
重
な
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
司
馬
法
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
山
川
以
下
の
そ
れ
ぞ

れ
の
名
称
で
示
さ
れ
る
も
の
が
独
自
に
不
可
耕
地
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
の
相
互
の
重
な
り
は
問
題
で
は
な
い
。

て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
つ



ぎ
に
述
べ
る
礼
記
王
制
の
記
事
に
も
あ
て
は
ま
る
。
）
つ
ぎ
に
、
礼
記
王
制
第
五
を
見
る
と
、

凡
四
海
之
内
、
断
長
補
短
、
方
三
千
里
。
為
田
、
八
十
万
億
一
万
億
畝
。
方
百
里
者
、
為
田
、
九
十
億
畝
。
山
陵
林
麓
川
沢
溝
漬
城
郭
宮

室
塗
巻
、
三
分
去
て
其
余
六
十
億
畝
。

と
あ
る
。
こ
の
疏
に
、

為
田
、
八
十
万
億
一
万
億
畝
、
以
一
州
方
千
里
、
九
州
方
三
千
里
、
三
三
如
九
、
為
方
千
里
者
有
九
。
一
箇
千
里
有
九
万
億
畝
。
九
箇

千
阜
、
九
九
八
十
一
。
故
有
八
十
一
万
億
畝
。
但
記
文
詳
具
於
八
十
。
整
数
之
下
、
云
万
億
、
是
八
十
箇
万
億
。
又
云
一
一
万
億
、
言
是

詳
也
。
以
前
文
誤
為
万
億
、
此
則
因
前
文
之
誤
、
更
以
万
億
言
之
ω

と
あ
る
が
、
右
は
こ
れ
に
従
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
に
見
え
る
宮
室
で
あ
る
が
、
爾
雅
釈
宮
第
五
に
、

宮
謂
之
室
、
室
謂
之
宮
。

と
あ
り
、
そ
の
晋
の
郭
嘆
の
註
に
、

皆
所
以
通
古
今
之
異
語
、
明
同
実
而
両
名
。

と
あ
り
、
そ
の
疏
に
、

（
前
略
）
是
士
庶
人
、
皆
有
宮
称
也
。
至
秦
漢
以
来
、
乃
定
為
至
尊
所
居
之
称
。

＠
 

と
あ
る
。
こ
の
宮
室
は
民
の
住
居
を
含
む
住
居
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
右
の
記
事
の
宮
室
は
こ
う
し
た
も
の
の
う
ち
城
外
に

あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
春
秋
末
か
ら
戦
国
に
か
け
て
、
園
都
の
性
格
は
さ
ら
に
変
化
す
る
。
戦
国
時
代
の
国
で
は
（
都
に
い
る
）
家
父
長
制
的
君
主
が
そ
の

領
有
す
る
邑
を
県
と
い
う
形
で
支
配
す
る
、
い
わ
ば
郡
県
制
的
専
制
支
配
が
全
面
的
に
進
行
す
る
が
、
県
の
上
に
は
郡
が
お
か
れ
、
県
の
下
に

は
郷
が
お
か
れ
、
か
つ
て
の
邑
（
春
秋
初
期
に
都
・
部
と
い
わ
れ
た
邑
の
後
身
と
し
て
一
応
理
解
で
き
る
も
の
を
含
む
）

は
そ
の
大
小
の
規
模

に
よ
り
あ
る
い
は
県
に
、

あ
る
い
は
郷
（
、
亭
）
に
再
編
成
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
増
淵
龍
夫
氏
が
大
き
い
見
通
し

戦
国
時
代
の
緊
落

（
越
智
）
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の
う
え
に
た
っ
て
優
れ
た
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
的
。
き
て
、
史
記
巻
四
周
本
紀
四
を
見
る
と
、

酉
周
君
梓
秦
。
頓
首
受
罪
。
尽
献
其
邑
三
十
六
口
三
万
。

と
あ
る
。
こ
れ
で
は
一
邑
の
平
均
人
口
千
人
足
ら
ず
、
一
家
五
人
と
し
て
一
邑
平
均
二
百
家
足
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
周
君
が
秦
に
梓

っ
た
の
は
戦
国
時
代
の
終
り
の
こ
と
で
あ
る
。
右
は
あ
く
ま
で
平
均
数
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
一
邑
で
百
家
に
足
り
な
い
も
の
も
多
数
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
邑
は
蓋
し
郡
、
県
、
郷
な
ど
に
再
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
城
を
も
た
ぬ
も
の
が
多
か
っ
た

補〈
2
）

の
は
、
こ
れ
を
察
す
る
に
か
た
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
ご
く
小
さ
い
都
の
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
た
。

＠
 

そ
う
し
た
都
H

小
邑
は
の
ち
発
達
し
て
郡
、
県
、
郷
、
亭
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
は
郡
、
県
、
郷
、
亭
の
支
配
下
に
あ
る
、
独
立
し
た
皇
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

る
史
料
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
間
接
的
に
は
こ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
水
経
注
巻
二
十
五
個
水
に
、

従
征
記
目
、
株
泊
二
水
、
交
子
魯
城
東
北
十
七
塁
。
闘
旦
背
抹
面
畑
、
南
北
一
百
二
十
歩
、
東
西
六
十
歩
。
囲
内
各
有
石
闘
。
北
門
去
掠
水

百
歩
余
。
・
：
史
記
家
記
、
王
隠
地
道
記
威
言
、
葬
孔
子
予
魯
城
北
酒
水
上
。
今
湖
水
南
有
孔
子
家
。
：
・
議
周
云
、
孔
子
死
後
、
魯
人
就
家

次
而
居
者
、
百
有
余
家
。
命
日
孔
塁
。
孔
叢
日
、
夫
子
墓
壁
、
方
一
塁
、
在
魯
城
北
酒
水
上
。

と
あ
り
、
史
記
巻
四
十
七
孔
子
世
家
に
、

こ
れ
を
直
接
的
に
物
語

孔
子
葬
魯
城
北
湘
上
0

・
：
弟
子
及
魯
人
、
往
従
家
而
家
者
、
百
有
余
室
。
因
命
日
孔
皇
。
魯
世
世
相
伝
、
以
歳
時
奉
洞
孔
子
家
。

と
あ
り
、
そ
の
集
解
に
、

皇
覧
目
、
孔
子
家
、
去
城
一
塁
。
家
径
百
畝
、
家
、
南
北
広
十
歩
、
東
西
十
三
歩
、
高
一
丈
二
尺
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
み
た
際
、
孔
里
が
域
外
に
独
立
し
た
衆
落
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
そ
の
孔
呈
と
い
う
名
称
が

恐
ら
く
漢
よ
り
ま
え
、
戦
国
の
こ
ろ
か
ら
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
孔
旦
が
一
応
百
余
家
を
い
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
が

察
せ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
独
立
し
た
小
さ
い
豆
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
小
さ
い
郁
H

小
邑
が
改
め
て
旦
と
な
っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る



の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
と
て
も
城
ら
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
右
は
戦
国
時
代
郡
、
県
、
郷
、
亭
の
支
配

下
に
、
独
立
し
た
小
邑
と
し
て
の
里
が
あ
り
、
か
っ
そ
こ
に
、
城
が
な
か
っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
に
足
ろ
う
。

か
つ
て
別
稿
で
漢
時
代
人
々
の
衆
落
が
域
内
だ
け
で
な
く
城
外
に
も
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
た
が
、
本
稿
で
い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
大
勢
は
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
荘
子
怯
龍
第
十
に
、

タ
ガ
ヤ
ス

普
者
斉
園
、
都
邑
相
望
、
難
犬
之
音
相
開
。
間
晋
之
所
布
、
来
揮
之
所
刺
、
方
二
千
余
皇
。
闇
四
境
内
、
所
以
立
宗
廟
社
穣
、
治
邑
屋
州

問
郷
曲
者
、
局
嘗
不
法
聖
人
哉
。

と
あ
り
、
孟
子
公
孫
丑
章
句
上
に
、

夏
后
股
周
之
盛
、
地
未
有
過
千
里
者
也
。
而
斉
有
其
地
実
。
難
鳴
狗
吠
相
問
、
而
達
乎
四
墳
。
而
斉
有
其
民
突
。
地
不
改
砕
突
、
民
不
改

衆
突
。
行
仁
政
市
王
、
莫
之
能
禦
也
。

と
あ
り
、
戦
国
策
巻
七
上
競
上
裏
王
に
、

蘇
子
為
趣
合
縦
。
説
説
玉
目
、
・
：
墨
方
千
里
。
墨
名
難
小
、
然
鹿
田
厩
舎
、
曽
無
所
担
牧
牛
馬
之
墨
。
人
民
之
多
、
日
夜
行
不
休
巳
。
無

以
異
於
三
軍
之
衆
。
臣
籍
料
之
、
大
王
之
圏
、
不
下
於
楚
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
斉
や
説
の
よ
う
な
強
固
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
衆
落
が
散
在
し
、
そ
こ
に
人
々
が
住
ん
で
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
。
こ

う
し
た
衆
落
の
大
多
数
の
も
の
は
城
を
も
た
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
孔

一
、
井
田
制
に
お
け
る
農
民
の
住
居

現
在
井
田
制
は
架
空
の
こ
と
で
と
る
に
足
り
な
い
、
と
い
う
見
か
た
も
強
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
孟
子
、
周
礼
な
ど
に
で
て
く
る
井
田

制
が
そ
の
ま
ま
実
在
し
た
害
は
な
い
。
し
か
し
、
井
田
制
や
そ
の
（
漢
時
代
ご
ろ
ま
で
の
〉
説
明
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
か
つ
て
の
社
会
の
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実
態
な
り
そ
の
理
解
な
り
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
井
田
制
と
の
関
連
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
記
述
の
な
か
に
は
他
の

史
料
の
不
足
を
補
う
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
春
秋
戦
国
時
代
（
漢
時
代
）
の
民
衆
の
生
活
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
応
井
田
制

に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
は
そ
う
し
た
立
場
で
井
田
制
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

井
田
制
や
そ
の
説
明
（
以
下
、
井
田
制
説
と
い
う
）
に
お
け
る
農
民
の
住
居
は
大
別
し
て
三
つ
に
な
る
。

第
一
は
、
井
田
農
民
が
全
部
域
外
に
住
ん
で
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
漢
の
韓
詩
外
伝
巻
四
に
、

古
者
八
家
而
井
田
。
方
皇
為
一
井
。
：
：
：
其
田
九
百
畝
。
広
十
歩
畏
百
歩
為
十
畝
。
広
百
歩
長
百
歩
為
百
畝
。
八
家
為
都
、
家
得
百
畝
。

余
夫
各
得
二
十
五
畝
。
家
為
公
団
十
畝
。
余
二
十
畝
、
共
為
麗
舎
、
各
得
二
畝
半
。
八
家
相
保
、
出
入
更
守
、
疾
疾
相
憂
、
患
難
相
救
、

有
無
相
貸
、
飲
食
相
召
、
嫁
姿
相
謀
、
漁
猟
分
得
、
仁
恩
施
行
。
是
以
、
其
民
和
親
而
相
好
。
詩
目
、
中
固
有
鹿
、
彊
場
有
瓜
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
盤
舎
は
、
（
孟
子
の
い
う
五
畝
の
宅
で
は
な
く
）
二
畝
半
に
過
ぎ
な
い
が
、
田
野
に
あ
る
恒
常
的
な
住
居
と
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
際
の
衆
落
は
八
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
春
秋
穀
梁
伝
宣
公
十
五
年
の
伝
に
、

同
古
者
公
国
為
居
。
川
井
竃
葱
議
、
尽
取
鷲
。

と
あ
る
。
晋
の
花
禽
の
集
解
に
は
同
に
つ
い
て
、

八
家
共
居
。

と
あ
り
、
川
に
つ
い
て

損
其
屋
舎
、
家
作
一
園
、
以
種
五
菜
。
外
種
椴
桑
、
以
備
養
生
送
死
。

と
あ
る
。
こ
の
伝
も
集
解
も
と
も
に
井
田
農
民
が
（
そ
の
井
田
の
あ
る
）
田
野
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
理
解
を
も
っ
て
い
る
。
前
記
事
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
後
記
事
（
伝
）
も
恐
ら
く
漢
に
入
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
井
田
農
民
が
「
国
」
外
H

田
野
に
住
ん
で

い
る
と
す
る
説
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
、
春
秋
初
期
（
ま
で
）
に
お
け
る
農
民
の
あ
り
か
た

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。



第
二
は
、
井
田
農
民
が
域
内
と
域
外
（
井
田
の
な
か
）
と
に
分
れ
住
ん
で
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
春
秋
公
羊
伝
宣
公
十
五
年
の
伝
の
漢

の
何
休
の
註
に
、

同
是
故
聖
人
制
井
田
之
法
、
市
口
分
之
。
一
夫
一
婦
、
受
田
百
畝
。
以
養
父
母
妻
子
。
五
口
為
一
家
。
公
国
十
畝
、
即
所
謂
什
一
而
税

也
。
屋
舎
二
畝
半
。
凡
為
田
一
頃
十
二
畝
半
。
八
家
而
九
頃
。
共
為
一
井
。
故
白
井
田
。
瞳
舎
在
内
、
貴
人
也
。
公
団
次
之
。
重
公
也
。

私
田
在
外
。
賎
私
也
。
井
田
之
義
、
一
日
、
無
泊
地
気
。
二
日
、
無
費
一
家
。
三
日
、
同
風
俗
。
回
目
、
合
巧
拙
。
五
日
、
通
財
貨
。
因

メ
グ
リ

井
田
以
為
市
。
故
俗
語
目
、
市
井
。
種
穀
、
不
得
種
一
穀
。
以
備
災
害
。
田
中
不
得
有
樹
、
以
妨
五
穀
。
還
鷹
舎
、
種
桑
荻
雑
莱
。
畜
五

母
難
両
母
家
。
瓜
果
種
彊
畔
。
女
工
輩
織
。
老
者
得
衣
県
君
、
得
食
肉
君
。
死
者
得
葬
鷲
。
多
於
五
口
、
名
目
余
夫
。
余
夫
以
率
受
田

二
十
五
畝
。
十
井
共
出
兵
車
一
乗
。
可
空
謹
別
田
之
高
下
善
悪
、
分
為
三
品
。
上
田
一
歳
一
墾
。
中
田
二
歳
一
墾
。
下
回
三
歳
一
墾
。
肥

龍
不
得
独
楽
。
場
場
不
得
独
苦
。
故
三
年
一
換
主
易
居
。
財
均
力
平
、
兵
車
素
定
。
是
謂
均
民
力
、
脳
国
家
。

と
あ
り
、
続
い
て
、

川
在
田
日
屋
。
在
邑
白
星
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
続
い
て
、

同
一
旦
八
十
戸
。
八
家
共
一
巻
。
中
里
為
校
室
。
選
其
者
老
有
高
徳
者
、
名
目
父
老
。
其
有
弁
護
侃
健
者
、
為
皇
正
。
皆
受
倍
田
、
得

乗
馬
。
父
老
、
比
三
老
孝
弟
官
属
。
里
正
、
比
庶
人
在
官
吏
民
。
春
夏
出
回
、
秋
冬
入
保
城
郭
。
田
作
之
時
、
春
、
父
老
及
里
正
、
旦
開

門
、
坐
塾
上
。
曇
出
、
後
時
者
、
不
得
出
。
英
、
不
持
樵
者
、
不
得
入
。
五
穀
畢
入
、
民
皆
居
宅
。
旦
正
趨
絹
績
。
男
女
同
巻
、
相
従

夜
績
、
至
於
中
。
故
女
功
一
月
得
四
十
五
日
作
。
従
十
月
、
尽
正
月
止
υ

男
女
有
所
怨
恨
、
相
従
而
歌
。
餓
者
歌
其
食
、
労
者
歌
其
事
。

と
あ
る
。
同
の
市
井
は
、
第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
市
井
と
直
接
関
係
は
な
い
。
川
の
田
は
城
外
の
田
野
の
こ
と
で
あ
り
、
邑
は
域
内
の
邑
の
こ

と
で
あ
る
。
例
は
城
邑
の
皇
に
住
む
べ
き
も
の
は
常
時
そ
こ
に
住
み
、
春
夏
に
城
外
の
自
己
の
耕
作
す
る
土
地
に
出
か
け
る
と
き
も
日
中
だ
け

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
が
こ
う
し
た
実
態
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
似
の
「
在
回
目
脳
血
」
は
自
ら
「
在
邑
日
旦
」
と
対
比
す
べ
き

戦
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落

（
越
智
）
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も
の
と
し
て
、
田
野
（
城
邑
の
そ
と
）

に
常
住
す
る
も
の
が
あ
り
、
か
っ
そ
の
住
居
区
域
を
康
と
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
際
、
同
で
麗
舎
二
畝
半
が
田
野
の
井
田
の
「
中
心
部
」
に
設
け
ら
れ
た
の
を
「
貴
レ
人
也
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
庫
舎
で
（
常
時
世
話
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
難
や
家
を
養
っ
て
い
る
こ
と
、
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
井
田
農
民
が
城
邑
内
と
田
野
と
に
い
る
、
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
と
い
う
推
定
が
よ
り
確
実
性
を
ま
す
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
右
の
記
事
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
い
ま
そ
の
矛
盾
を
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
孟
子
の
井
田
制
説
に
ふ
れ
て
お
く
。

田
一
井

u
田
九
百
畝
が
八
家
に
わ
り
あ
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
私
田
一
頃
l
私
田
百
畝
と
公
回
十
畝
と
を
耕
し
、
そ
の
十
畝
の
収
穫
を
什
一
の

税
と
し
て
納
め
る
。
ま
た
、
残
り
の
二
畝
半
を
「
庫
舎
」
用
と
す
る
が
、
こ
の
「
躍
舎
」
は
農
事
用
の
か
り
ど
や
と
も
い
う
べ
く
、
彼
ら
は

城
内
に
別
に
五
畝
の
宅
を
与
え
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
形
で
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
で
は
、
始
め
に
、
同
に
お
い
て
、
か
な
り
大
幅
に
孟

子
の
井
田
制
説
を
と
り
入
れ
、
八
家
単
位
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
合
計
一
頃
十
二
畝
半
（
私
田
一
頃
、
公
団
十
畝
、
「
鹿
舎
」
用
二
畝
半
）
を
わ
り

あ
て
ら
れ
る
（
こ
の
際
、
耕
作
す
べ
き
田
は
す
べ
て
不
易
と
す
べ
き
で
あ
る
）
と
し
て
い
る
が
、
あ
と
で
は
、
川
、
同
に
お
い
て
孟
子
の
説
と

は
違
い
八
家
の
住
居
を
あ
る
い
は
井
田
中
に
あ
り
と
し
、
あ
る
い
は
城
中
に
あ
り
と
し
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
同
の
鹿
舎
に
つ
い
て
の
「
貴

人
也
」
と
い
う
説
明
は
な
り
た
た
な
く
な
り
、
城
中
の
農
民
に
と
っ
て
「
瞳
舎
」
は
自
ら
農
事
小
屋
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
c

ま
た
、
同
の
あ

一
易
、
再
易
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
孟
子
の
井
田
制
説
に
よ
っ
て
一

一
井
内
の
耕
地
が
す
べ
て
再
易
で
あ
れ
ば
、
一
井
は
三
家
が
耕
作
す
る

そ
こ
に
何
と
か
し
て
孟
子
系
統
の

」
れ
は

と
の
方
で
は
周
礼
の
井
田
制
説
を
と
り
、
耕
作
す
べ
き
田
を
不
易
、

井
目
九
百
畝
を
八
家
に
わ
り
あ
て
る
や
り
か
た
と
相
反
す
る
。
（
も
し
、

こ
う
し
た
論
旨
が
一
貫
し
な
い
井
田
制
説
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

の
に
も
不
足
す
る
こ
と
に
な
る
。
）

井
田
制
説
と
周
礼
の
井
田
制
説
と
を
と
も
に
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る
あ
ら
わ
れ
が
あ
る
、

に
、
巨
視
的
に
と
り
あ
げ
た
際
、
戦
国
時
代
以
来
引
続
い
て
農
民
が
城
内
に
も
域
外
に
も
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
し
て
大
過
な
い
の
で

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
と
同
時

ま
工
ミ
ろ
う
ミ
o

t
f，刀
F
－
z
f刀

こ
こ
で
若
干
の
こ
と
を
補
足
し
て
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
「
在
邑
日
旦
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
周
礼
巻
十
三
司
徒
教
官
之
職
戦



師
を
見
る
と
、
「
以
鹿
皇
、
任
国
中
之
地
。
（
こ
の
国
は
王
国
の
こ
と
で
あ
る
。
ご
と
あ
る
も
の
の
、
鄭
玄
の
註
に
、

玄
謂
、
臨
里
者
、
若
今
云
邑
皇
居
牟
〈

0

と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
漢
時
代
城
内
の
人
々
の
緊
落
を
「
邑
皇
居
」
と
い
っ
て
い
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。
邑
と
か
旦
と
か
い
う
語
に
は
い
ろ
い

ろ
な
用
法
が
あ
る
が
、
漢
時
代
域
内
の
呈
が
ほ
ぼ
整
然
と
し
た
区
域
に
、
あ
る
一
定
の
数
の
家
を
単
位
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
例
で
そ

う
し
た
域
内
の
井
田
農
民
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
、
域
内
の
居
住
に
関
し
「
邑
皇
居
」
と
い
っ
た
表
現
の
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
む
す
び
つ
け
て
、

「
在
邑
日
旦
」
と
い
っ
た
説
明
を
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
庫
舎
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
後
漢
書
巻
三
十
ニ
焚
宏
伝
に
、

子
孫
礼
敬
、
常
若
公
家
。
其
営
理
産
業
、
物
無
棄
ω

（
焚
）
重
性
温
厚
、
有
法
度
υ

三
世
共
財
。

故
能
上
下
数
力
、
財
利
蔵
倍
。
至
乃

開
広
田
土
三
百
余
頃
。
其
所
起
屋
舎
、
皆
有
重
堂
高
閣
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
瞳
舎
が
城
内
に
あ
っ
た
の
か
そ
れ
と
も
城
外
の
田
野
に
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
人
が
常
時
住
ん
で
い

る
す
ま
い
と
す
べ
き
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
漠
時
代
こ
う
し
た
臆
舎
の
用
法
が
あ
っ
た
の
は
、
同
の
鹿
舎
を
考
え
る
際
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
域
内
に
あ
る
井
田
農
民
の
住
居
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
城
内
の
井
田
農
民
が
八
家
で
一
巻
を
な
す
と
い
う
際
、
そ
の
八
家
と
い
う

数
字
は
、
同
の
最
初
の
田
野
の
井
田
農
民
が
八
家
で
小
衆
落
を
な
し
、
か
っ
ニ
畝
半
の
庫
舎
を
も
っ
と
い
う
の
と
対
応
し
て
い
る
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
に
城
内
の
二
畝
半
の
住
居
を
あ
て
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
何
休
の
説
で
は
井
田

農
民
は
田
野
に
あ
っ
て
も
、
域
内
に
あ
っ
て
も
と
も
に
二
畝
半
の
住
居
を
も
っ
て
い
た
、
と
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
漢
書
巻
二
十
四
食
貨
志
上
に
、

同
井
方
一
旦
。
是
為
九
夫
。
八
家
共
之
ω

各
受
私
田
百
畝
公
団
十
畝
。
是
為
八
百
八
十
畝
。
余
二
十
畝
以
為
鹿
舎
。
出
入
相
友
、
守
望

相
助
、
疾
病
相
救
。
民
以
是
和
陸
、
而
教
化
斉
同
。
カ
役
生
産
、
可
得
而
平
也
。
民
受
田
、
上
田
夫
百
畝
、
中
田
夫
二
百
畝
、
下
回
夫
三

百
畝
。
歳
耕
種
者
、
為
不
易
上
田
。
休
一
歳
者
、
為
一
易
中
田
。
休
二
蔵
者
、
為
再
易
下
回
。
三
蔵
更
耕
之
。
・
：
其
家
衆
男
為
余
夫
。
亦

戦
国
時
代
の
緊
落

ハ
越
智
）

七



戦
国
時
代
の
来
落

（
越
智
）

i¥ 

以
口
受
田
、
如
比

0

・
：
種
穀
、
必
雑
五
種
、
以
備
災
害
。
田
中
不
得
有
樹
、
用
妨
五
穀
。
カ
耕
数
転
、
収
獲
、
如
冠
盗
之
至
。
還
鹿
樹

桑
。
菜
茄
有
畦
。
瓜
弧
果
菰
、
殖
於
轟
場
。
難
豚
狗
最
母
失
其
時
、
女
修
輩
織
、
則
五
十
可
以
衣
吊
、
七
十
可
以
食
肉
。

刷
在
野
田
鹿
。
在
邑
白
星
。

同
五
家
為
都
、
五
都
為
皇
、
四
呈
為
族
、
五
族
為
党
、
五
党
為
州
、
五
州
為
郷
。
郷
万
二
千
五
百
戸
也
。
部
長
位
下
士
。
白
此
以
上
、

梢
登
一
級
、
至
郷
而
為
卿
也
。
於
是
、
里
有
序
。
而
郷
有
厚
。
序
以
明
教
、
庫
以
行
礼
、
而
視
化
君
。
春
令
民
畢
出
在
野
、
冬
則
畢
入
於

邑
。
：
・
春
将
出
民
、
皇
一
合
平

E
坐
於
右
塾
、
都
長
坐
於
左
塾
。
畢
出
、
然
後
帰
。
タ
亦
如
之
。
入
者
必
持
薪
樵
、
軽
童
相
分
。
班
白
不
提

撃
。
冬
民
既
入
。
婦
人
間
巻
、
相
従
夜
績
。
女
工
一
月
得
四
十
五
日
。
必
相
従
者
、
所
以
省
費
燦
火
、
同
巧
拙
、
而
合
習
俗
也
。
男
女
有

不
得
其
所
者
、
因
相
与
歌
詠
、
各
言
其
傷
。

と
あ
る
。
さ
き
の
同
、
刷
、
同
は
基
本
的
に
同
、
刷
、
例
と
相
応
ず
る
と
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
食
貨
志
の
記
述
に
あ
っ
て
も
、
（
刷
の

場
合
と
同
様
、
）
仲
の
な
か
に
、
孟
子
の
井
田
制
（
常
時
す
べ
て
の
公
私
回
を
耕
作
す
る
井
田
制
）
と
周
礼
系
統
の
井
田
制
（
不
易
の
上
回
、

一
易
の
中
田
、
再
易
の
下
回
の
区
別
の
あ
る
井
田
制
）
と
が
一
つ
の
も
の
と
し
て
ま
じ
り
あ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
矛
盾
を
含
ん
で
は
い
る
が
、

井
田
農
民
が
田
野
に
住
む
も
の
と
域
内
に
住
む
も
の
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
同
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
同
に
「
出
入
相
友
、
守
望
相
助
、
疾
病
相
救
。
民
以
是
和
睦
、
而
教
化
斉
問
。
カ
役
生
産
、
可
得
而
平
也
。
」
と
あ
る
も
の
は
、
終
始
田
野

の
麗
舎
に
い
る
井
田
農
民
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
顔
師
古
の
註
に
は
、

師
古
田
、
躍
、
田
中
屋
也

G

春
夏
居
之
、
秋
冬
即
去
。

と
あ
り
、師

古
日
、
庫
各
在
其
田
中
、
而
里
衆
居
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
従
う
と
、
同
じ
井
田
農
民
が
春
夏
は
田
野
に
住
み
秋
冬
は
城
内
に
住
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
井
田
制

を
専
ら
孟
子
の
井
田
制
に
よ
っ
て
考
え
た
際
生
じ
て
く
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ふ
れ
る
。



第
三
は
、
井
田
農
民
が
全
部
城
内
に
住
ん
で
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
礼
で
は
王
の
い
る
圏
、
郊
、
そ
の
外
の
野
、
諸
侯
な
ど
の
封
ぜ

ら
れ
た
都
部
と
い
っ
た
区
別
が
あ
る
が
、
周
礼
司
徒
教
官
之
職
載
師
に
「
以
塵
旦
、
任
国
中
之
地
。
（
下
略
）
」
と
あ
る
も
の
の
、
鄭
玄
の
註

に
、
す
で
に
一
部
を
引
用
し
た
が
、

玄
謂
、
塵
里
者
、
若
今
云
邑
呈
居
突
。
庫
、
民
居
之
区
域
也

Q

カ

畝
。
是
廃
皇
、
不
謂
民
之
邑
居
在
都
城
者
与
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
鄭
玄
が
王
の
い
る
（
狭
義
の
）
国
の
域
内
に
人
々
が
す
べ
て
住
む
と
し
て
い
る
の
を
物
語
っ
て
い
る
。

皇
、
居
也
。

・
：
以
塵
皇
、
任
国
中
。

而
遂
人
職
授
民
田
、
夫
一
鹿
田
百

ま
た
、

周
礼
司
徒

教
官
之
職
遂
人
の
鄭
玄
の
註
に
、

（
前
略
）
塵
、
居
也
。
楊
子
雲
有
国
一
麗
。
謂
百
晦
之
居
也
。
玄
謂
、
塵
、
城
邑
之
居
。
孟
子
所
云
、
五
晦
之
宅
、
樹
之
以
桑
麻
者
也
。

六
遂
之
民
、
可
受
一
塵
。
睡
上
地
、
猶
有
来
。
皆
所
以
鶴
遠
也
。
王
奔
時
、
城
郭
中
宅
、
不
樹
者
、
為
不
毛
、
出
三
夫
之
布
。

こ
れ
は
鄭
玄
が
野
（
六
遂
）
に
あ
っ
て
も
人
々
が
す
べ
て
城
内
に
住
む
と
し
て
い
る
の
を
物
語
っ
て
い
る
。

教
官
之
職
大
司
徒
に
、
「
凡
造
都
部
、
制
其
地
域
、
而
封
溝
之
。
以
其
室
数
制
之
。
（
下
略
）
」
と
あ
る
も
の
の
鄭
玄
の
註
の
な
か
に
、

と
あ
る
。

ま
た
、
周
礼
巻
十
司
徒

城
郭
之
宅
日
室
。
詩
云
、
嵯
我
婦
子
、
日
為
改
蔵
。
入
此
室
処
。
以
其
室
数
制
之
。

こ
れ
は
、
そ
の
疏
に
「
又
引
詩
者
、
是
七
月
詩
。
取
証
室
在
域
内
、
於
其
室
数
、
制
域
外
井
邑
。
」
と
あ
る
が
、
人
々
が
域
内
に
い

る
と
の
理
解
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
こ
の
井
邑
は
、
井
田
の
こ
と
で
あ
る
。
）
諸
侯
の
都
に
つ
い
て
の
鄭
玄
の
見
解
は
見
ら
れ
な

と
あ
る
。

い
よ
う
で
あ
る
が
、

一
応
そ
れ
ら
も
城
内
に
あ
る
と
し
て
い
た
と
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
右
の
周
礼
遂
人
の
註
か
ら
、
鄭
玄
が
井
田
農
民
の
住
居
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
孟
子
の
井
田
制
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
の
が

わ
か
る
。
孟
子
の
説
く
五
畝
の
宅
に
つ
い
て
は
古
来
二
つ
の
説
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
五
畝
の
宅
が
鄭
玄
の
い
う
よ
う
に
域
内
に
あ
る
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
五
畝
の
う
ち
二
畝
半
が
城
内
に
あ
り
残
り
ニ
畝
半
が
公
田
の
内
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
孟
子
梁
恵
王
章
句

上
の
漢
の
越
岐
の
註
に
、

戦
国
時
代
の
緊
落

（
越
智
）

九



戦
国
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鹿
井
邑
居
、
各
二
畝
半
、
以
為
宅
。
冬
入
保
城
、
ニ
畝
半
。
故
為
五
畝
也
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
優
劣
に
つ
い
て
、
加
藤
繁
氏
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
鄭
玄
に
与
す
る
。
五
畝
之
宅
の
一

語
が
邑
と
固
と
に
二
畝
半
ず
っ
と
あ
る
の
を
一
括
し
て
い
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
一
方
は
永
久
的
住
宅
、
他
方
は
一
時
的
な
鹿
舎
を
単
に
幾
畝

の
宅
と
い
っ
て
し
ま
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
孟
子
中
三
箇
所
に
見
え
る
五
畝
之
宅
は
ど
う
し
て
も
一
箇
所
の
宅
地
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と

い
っ
た
趣
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
柄
、
孟
子
の
五
畝
之
宅
の
説
明
そ
の
も
の
と
し
て
は
鄭
玄
の
理
解
が
正
し
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
、
井
田
農
民
の
住
居
H

宅
を
五
畝
と
す
れ
ば
、
孟
子
の
説
く
井
田
制
に
お
い
て
は
、
井
田
中
に
は
各
家
と
も
ニ
畝
半
の
住
地
し
か
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
二
畝
半
を
農
事
小
屋
を
お
く
と
こ
ろ
と
い
っ
た
も
の
と
し
、
五
畝
を
域
内
に
あ
る
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
鄭
玄
は
周
礼
載
師
の
註
の
な
か
で
、
住
民
が
域
外
に
も
住
ん
で
い
る
と
い
う
礼
記
王
制
の
説
（
第
二
節
で
引
用
し
た
も
の
）
を

あ
げ
て
い
る
。
ま
た
周
礼
小
司
徒
及
び
論
語
の
鄭
玄
の
註
に
よ
る
と
、
郷
玄
は
司
馬
法
を
見
て
い
る
。
（
そ
れ
ら
は
さ
き
に
第
二
節
で
引
用
し

た
漢
書
食
貨
志
の
も
の
と
ズ
レ
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
う
し
た
司
馬
法
に
域
外
に
人
々
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
の
は
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
そ
う
す
る
と
、
鄭
玄
は
周
礼
の
井
田
の
記
事
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
礼
記
王
制
、
司
馬
法
の
記
述
と
合
致
し
な
い

孟
子
の
説
を
あ
え
て
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
孟
子
の
時
代
、
城
の
規
模
が
次
第
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ

り
、
そ
れ
と
相
応
じ
て
農
民
が
域
内
に
住
む
こ
と
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
孟
子
が
井
田
制
を
「
創
作
」
す
る
に
あ
た
り
、

農
民
を
す
べ
て
城
内
に
あ
る
と
し
、
鄭
玄
が
そ
れ
に
基
い
て
説
を
た
て
た
、
と
い
う
推
定
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む

す

び

本
稿
で
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
の
要
旨
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

ハ
円
春
秋
時
代
の
衆
落
（
邑
）
に
は
「
国
」
か
ら
十
室
程
度
の
小
さ
い
も
の
ま
で
あ
っ
た
。

伺

か

つ

て

「

国

」

域

内

に

は

士

「
国
」
は
四
周
に
城
を
構
築
す
る
が
、

（
、
工
、
商
）

が
住
み
、
農
民
は

「
国
」
城
外
（
H

野）

の
都



の
邑
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
「
国
」
城
は
あ
ま
り
大
き
く
な
く
、
部
は
小
さ
か
っ
た
。

し
か
し
、
時
期
が
降
る
と
、
「
国
」
城
の
規
模
は
大
き
く
な
り
、

民
（
の
一
部
）
が
入
っ
て
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。

同

一
部
の
都
も
大
き
く
な
っ
て
城
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
農

（叫

戦
国
時
代
に
な
る
と
、
か
つ
て
の
「
国
」
・
都
・
都
の
邑
ゃ
、
新
ら
し
く
設
け
ら
れ
た
邑
、
旧
来
の
邑
を
い
く
つ
か
統
合
し
た
邑
と
い

っ
た
も
の
が
、
郡
、
県
、
郷
、
亭
、
里
な
ど
の
邑
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
邑
の
な
か
に
は
城
を
も
つ
も
の
も
も
た
な
い
も
の
も

あ
っ
た
。

伺

司
馬
法
に
も
戦
国
時
代
農
民
が
城
内
と
城
外
と
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

城
内
（
と
く
に
相
当
大
き
い
城
の
内
）
に
あ
っ
て
は
、
あ
る
程
度
整
斉
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
居
住
区
画
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぽ
同
数

の
戸
が
あ
っ
た
が
、
城
外
に
あ
る
邑
の
戸
数
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

同
井
田
制
説
に
は
始
め
農
民
が
専
ら
域
外
に
住
ん
で
い
た
状
態
、
の
ち
農
民
が
域
内
に
も
域
外
に
も
住
む
よ
う
に
な
っ
た
状
態
、
城
の
規

模
が
一
段
と
大
き
く
な
り
、
農
民
が
盛
ん
に
域
内
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
状
態
、
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例な
お
、
本
稿
は
や
や
図
式
的
に
事
を
論
じ
て
春
秋
時
代
の
諸
国
の
「
改
革
」
の
実
態
、
地
域
差
と
い
っ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
秦
の
「
開
肝
陥
」
の
問
題
、
秦
漢
の
城
内
の
呈
に
も
一
面
で
自
然
村
落
的
性
格
が
強
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
に
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
う

し
た
点
で
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
「
開
肝
陪
」
に
つ
い
て
は
次
稿
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
、

進
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
他
に
つ
い
て
も
次
第
に
考
察
の
歩
を

戦
闘
時
代
の
由
来
落

（
越
’
智
）
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註

（
1
）
拙
稿
、
「
漢
霊
日
南
朝
の
郷
・
亭
・
塁
」
（
諸
説
一
門
誌
）
参
照
。

（2
）
拙
稿
、
「
秦
の
商
戦
の
要
法
を
め
ぐ
っ
て
」
ハ
未
発
表
）

（3
）・（
4
）
「
国
」
、
部
、
邑
、
都
に
つ
い
て
は
、
増
淵
龍
夫
氏
、
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」
（
酷
一
環
4
昨
日
界
）

と
邑
制
」
ヘ
「
古
代
史
講
）
参
照
。

戸
座
6
」
所
収
、

〔

5
）
岡
崎
文
夫
氏
、
「
参
閏
伍
都
の
制
に
就
て
」
（
弱
盟
結
」
時
時
）
参
照
。
参
星
空
関
し
て
は
、
倍
、
語
、
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と

国
家
」
・
太
田
幸
男
氏
、
「
斉
の
田
氏
に
つ
い
て
」
（
智
一
昨
明
開
）
参
照
。

（6
〉
松
本
光
雄
氏
、
「
中
国
古
代
の
邑
と
民
・
人
と
の
関
係
」
（
剛
一
諒
袋
一
一
一
幹
部
）
参
照
。

（7
）
仁
境
問
に
つ
い
て
は
、
大
島
利
一
氏
、
「
中
国
古
代
議
に
つ
い
て
」
（
糊
害
時
）
渡
辺
主
主
君
事
し
た
習
に
つ
い
て
」
（
諒

（8
）
拙
稿
、
「
什
伍
制
を
め
ぐ
っ
て
」
（
特
ヰ
糊
）
参
照

（
9
）
前
掲
、
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」
参
照
。

（
川
口
）
ち
な
み
に
、
漢
書
巻
九
十
九
中
王
葬
伝
中
に
、

葬
目
、
士
口
者
設
庭
井
。
八
家
、
一
夫
一
婦
、
回
百
畝
。
什
一
而
税
。
〈
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
脱
井
と
本
文
で
引
用
し
た
臓
弁
と
は
、
田
野
に
あ
る
も
の
と
い
う
点
で
同
一
の
も
の
（
あ
る
い
は
同
質
の
も
の
）
と
さ
れ
よ
う
。

（
叩
）
軍
事
負
担
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
「
春
秋
戦
闘
時
代
の
社
会
と
国
家
」
・
松
本
光
雄
氏
、
「
中
国
古
代
社
会
に
於
け
る
分
巴
と
宗
と
賦
に
つ
い
て
」

（
剛
一
鉱
山
長
一
眼
科
部
）
・
宮
崎
市
定
氏
、
「
中
国
古
代
賦
税
制
度
」
（
勾
一
J
ば
吋
究
）
な
ど
参
照
。

（
日
）
前
掲
、
「
参
国
伍
部
の
制
に
就
て
」
参
照
。

（
臼
）
・
（
臼
〉
前
掲
、
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」
参
照
。

（
弘
）
戦
国
時
代
の
都
市
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
、
夜
間
時
代
の
都
市
」
（
日
記
謀
説
駐
U
時
叫
）
参
照
。

（
日
）
前
掲
、
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」
参
照
。

（
筒
〉
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
松
本
雅
明
氏
の
、
周
の
支
配
者
の
邑
は
都
と
し
て
繁
栄
し
、
多
く
の
人
口
を
擁
し
、
商
工
業
も
ま
た
発
達
し
て
い
た
。
し

か
し
そ
の
間
に
は
多
く
の
村
落
的
な
邑
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
村
（
松
本
氏
の
表
現
に
よ
る
）
の
土
地
神
で
あ
る
「
社
」
を
中
心
に
結
合
し
、
農
業
を

－
宇
都
木
章
氏
、
「
宗
族
制



営
ん
だ
。
む
し
ろ
当
時
の
生
産
の
中
心
で
あ
る
農
業
は
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
と
す
る
見
解
（
日
翠
賠
説
銭
4
」
）
は
重
要
で
あ
る
。

（
臼
）
前
掲
、
「
漢
貌
晋
南
朝
の
郷
・
亭
・
里
」
参
照
。

（
路
〉
五
井
直
弘
氏
、
「
後
漢
王
朝
と
豪
族
」
（
富
雄
）
が
戦
国
か
ら
漢
に
か
け
て
の
霊
と
城
郭
と
の
関
係
を
と
り
あ
げ
て
い
る

0
2、
春
秋

時
代
に
新
ら
し
く
設
け
ら
れ
た
邑
に
つ
い
て
は
、
五
井
直
弘
氏
、
「
春
秋
時
代
の
晋
の
大
夫
祁
氏
・
羊
舌
氏
の
邑
に
つ
い
て
！
中
国
古
代
集
落
史
試

論
l
l
」
（
詔
吋
一

J
4
5に
注
目
す
べ
き
論
述
が
あ
る
。

（
叩
）
・
（

mC
周
礼
の
乙
の
国
は
、
（
周
礼
に
お
け
る
）
狭
義
の
園
で
あ
る
。
こ
の
国
や
そ
の
そ
と
の
郊
は
、
い
ま
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
国
や
郊
と
や
や

性
格
を
異
に
す
る
。
鄭
玄
は
乙
の
際
、
乙
の
国
を
い
ま
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
広
義
の
「
国
」
に
擬
し
て
事
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
幻
〉
加
藤
繁
氏
、
「
支
那
古
田
制
の
研
究
」
（
む
読
む

J
d時
）
参
照
。

本
稿
全
体
を
通
じ
た
も
の
と
し
て
、
天
野
元
之
助
氏
、
「
中
国
古
代
農
業
の
展
開
｜
抗
耳
目
選
業
の
形
成
過
程
1
1
」
（
鯨
認
鵬
）
参
照
。

（沼）
補
（
1
）
も
し
、
本
文
の
都
・
郡
・
国
（
家
？
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
た
際
、
本
来
都
・
都
が
ご
く
小
さ
く
、
か
つ
本
来

「
国
」
に
は
農
民
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
は
、
本
稿
の
論
旨
を
さ
さ
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
否
定
す
る
乙
と
は
な
い
。

ハ
そ
こ
で
は
恐
ら
く
都
に
も
農
民
が
お
り
、
そ
の
都
に
封
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
も
つ
支
配
者
層
H
士
は
「
国
」
に
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
さ
ら
に
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
）

補
（
2
）
乙
乙
で
い
う
郡
・
県
・
郷
・
亭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
治
所
の
邑
の
意
味
で
あ
る
。

戦
国
時
代
の
爽
落

（
越
智
）

四



Communities in the Chankuo Era 

Shigeaki OCHI 

The essentials I intended to point out are as follows: 

(1) The communities (i ~) in the Ch'unch'iu ~f.k era are various, 

from a kuo (00) which a lord inhabited to a small community of 

about ten shihs (iil[). 

(2) A kuo constructs a castle. Formerly gentlemen (with artisans 

and merchants) lived in the castle. Peasants inhabited the com

munity in yeh Ol!f), namely outside of the castle of kuo (such an i 

was called pi 115). In these days the castle was not so big. 

(3) But in the later era the scale of kuo-castle became larger and 

(a part of) peasants entered and lived in the castle. A part of pis 

too became bigger and came to have the castle. 

(4) In Chankuo era it can be assumed that the former kuo, the old 

i of pi, the newly-established i and the i which integrated several 

old is became chun W, hsien !)fl;, hsiang ~. t'ing .!JI, and li !I!. Some 

of such is had the castle, but some had not. 

(5) In accordance with the Ssumafa ~.~t*. we can assume that in 

the Chankuo era peasants lived inside and outside of the castle. 

(6) Inside of a castle (especially a considerably large castle) there 

were the same number of hus p in every residential section which 
was well-regulated to a degree. But in an i outside of the castle, 

the number of hus was various. 

(7) The chingt'ien #EB system (which can be divided into several 

patterns according to its contents) describes the residence of pea

sants. This description reflects the first situation of peasants in

habiting exclusively out of the castle, the second situation of peasants 

inhabiting both inside and outside of the castle, and the third situa

tion of peasants inhabiting actively inside of the castle, because of 
the larger scale of castle. 

-3-



All the more, we cannot uniformly answer to the question where 

the peasants were obliged to live in the Chint'ien system. 

-4-


